
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
三
五

「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由

岡

　
　田

　
　俊

　
　幸

Ⅰ
　
は
じ
め
に

Ⅱ
　
集
会
禁
止
の
要
件

Ⅲ
　
判
例
の
展
開

Ⅳ
　
検
討

Ⅴ
　
結
び
に
か
え
て

論

　説

）
七
七
七
一
（



日
本
法
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　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
三
六

Ⅰ
　
は
じ
め
に

い
わ
ゆ
る
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」（C

orona-S
paziergänge

）
は
、
二
〇
二
一
年
冬
に
ド
イ
ツ
各
地
に
お
い
て
急
速
に
活
発
化
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
コ
ロ
ナ
散
歩
に
お
い
て
、
人
々
は
、「
気
晴
ら
し
や
健
康
な
ど
の
た
め
に
、
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
く
こ
と
（
１
）

」
や
「
特
定
の
目
的
を
も
た
ず

に
、
気
の
向
く
ま
ま
に
歩
く
こ
と
（
２
）

」
と
い
う
意
味
で
の
「
散
歩
」
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
コ
ロ
ナ
散
歩
は
、
政
府
の
コ
ロ
ナ
対
策

措
置
に
抗
議
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
デ
モ
行
進
の
一
形
態
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
る
と
、
基
本
法
八
条
の
「
集
会
」

と
は
「
公
共
の
意
見
形
成
へ
の
関
与
に
向
け
ら
れ
た
共
同
の
討
論
又
は
意
見
表
明
を
目
的
と
す
る
一
定
の
場
所
に
お
け
る
多
数
人
の
会

合
」
で
あ
る
（
３
）

が
、
コ
ロ
ナ
散
歩
は
、
参
加
者
が
政
府
の
コ
ロ
ナ
予
防
措
置
に
対
す
る
反
対
を
表
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
（
４
）

市
街
地
を
他

の
人
と
一
緒
に
歩
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
憲
法
上
「
集
会
」
に
該
当
す
る
（
さ
ら
に
集
会
法
上
の
「
集
会
」
に
も
該
当
す
る
。）。
し
か
し
、
コ

ロ
ナ
散
歩
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
通
し
て
事
前
に
「
散
歩
」
の
呼
び
か
け
が
あ
っ
た
り
、「
散
歩
」
の
約
束
が
さ
れ
た
り
す
る
が
、「
散
歩
」
で

あ
っ
て
「
集
会
」
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
集
会
法
一
四
条
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
届
出
が
行
わ
れ
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
し
て
、
届
出

が
な
い
た
め
、
集
会
官
庁
は
、
コ
ロ
ナ
散
歩
と
い
う
集
会
の
主
催
者
と
対
話
す
る
機
会
を
得
ら
れ
ず
、
ま
た
、
集
会
の
主
催
者
が
不
明
で

あ
る
た
め
、
個
別
の
集
会
に
つ
い
て
時
間
、
場
所
、
人
数
等
を
限
定
す
る
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
、
最
小
離
隔
距
離
の
保

持
や
マ
ス
ク
着
用
を
集
会
参
加
者
に
義
務
付
け
る
条
件
を
付
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
コ
ロ
ナ
散
歩
に
お
い
て
は
、
散

歩
を
す
る
人
々
は
、
最
小
離
隔
距
離
を
保
持
せ
ず
、
ま
た
、
マ
ス
ク
を
着
用
し
な
い
ま
ま
市
街
地
を
歩
く
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
（
後

述
す
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
が
そ
う
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。）。
そ
の
た
め
、
一
部
の
市
等
は
、
一
般
処
分
に
よ
っ
て
期
間
を

限
定
し
て
無
届
の
コ
ロ
ナ
散
歩
を
禁
止
し
た
。
例
え
ば
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
市
は
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
九
日
の
一
般
処
分

）
七
七
七
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
三
七

（
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
。）
に
よ
っ
て
、
市
全
域
に
お
い
て
、
曜
日
に
関
係
な
く
、
ま
た
一
回
限
り
の
も
の
か
繰
り
返

さ
れ
る
も
の
か
を
問
わ
ず
、「
月
曜
散
歩
」
又
は
「
散
歩
」
の
一
般
的
な
呼
び
か
け
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
の
、
届
出
が
な
く
官
庁
に
よ
っ

て
確
認
さ
れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
集
会
及
び
代
替
集
会
を
禁
止
し
、
即
時
執
行
を
命
じ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
反
し
た
場
合
に
は
、
集
会

の
解
散
等
の
直
接
強
制
を
す
る
こ
と
に
し
た
（
５
）

。
コ
ロ
ナ
散
歩
に
関
連
す
る
無
届
集
会
の
一
般
的
禁
止
を
命
じ
る
各
市
等
の
一
般
処
分
に
対

し
て
、
市
民
は
各
市
等
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
と
と
も
に
、
各
地
の
行
政
裁
判
所
に
一
般
処
分
に
対
す
る
異
議
申
立
て
の
延
期
効

の
回
復
又
は
命
令
を
求
め
る
申
立
て
を
し
た
。
こ
う
し
た
市
民
の
申
立
て
を
受
け
て
、
各
地
の
行
政
裁
判
所
は
、
仮
の
権
利
保
護
の
手
続

き
に
お
い
て
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定
（
６
）

を
皮
切
り
に
数
多
く
の
決
定
を
下
し
、
一
般
処
分
に
よ

る
集
会
の
予
防
的
禁
止
の
適
法
性
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
。
二
〇
二
二
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
一
般
処
分
に
よ
る
集
会
の
予
防
的

禁
止
を
違
法
（
と
見
込
ま
れ
る
）
と
判
断
し
た
決
定
が
続
出
し
た
（
七
件
）
こ
と
は
極
め
て
注
目
に
値
す
る
。
本
稿
は
、
一
般
処
分
に
よ
る

集
会
の
予
防
的
禁
止
を
適
法
（
と
見
込
ま
れ
る
）
と
判
断
し
た
決
定
を
含
め
て
行
政
裁
判
所
の
諸
決
定
を
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
し
、
若

干
の
検
討
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
な
お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
、
コ
ロ
ナ
散
歩

に
関
連
す
る
決
定
を
下
し
て
お
り
（
７
）

、
ま
た
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
七
月
二
五
日
、
市
の
一
般
処
分
に
よ
る
「
月
曜

散
歩
及
び
土
曜
散
歩
」
並
び
に
類
似
の
行
事
の
禁
止
の
違
法
性
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
に
つ
い
て
本
案
判
決
を
下
し
て
い
る
（
８
）

。
本
稿
は
、

上
記
の
決
定
及
び
判
決
も
紹
介
・
検
討
の
対
象
に
含
め
る
。
以
下
、
ま
ず
、
決
定
・
判
決
を
紹
介
・
検
討
す
る
た
め
の
前
提
作
業
と
し
て

集
会
禁
止
の
要
件
を
確
認
す
る
（
Ⅱ
）。
つ
ぎ
に
、
一
般
処
分
に
よ
る
コ
ロ
ナ
散
歩
の
予
防
的
禁
止
に
関
す
る
決
定
・
判
決
を
時
系
列
に

沿
っ
て
紹
介
す
る
（
Ⅲ
）。
最
後
に
、
判
例
に
含
ま
れ
る
若
干
の
問
題
点
を
簡
単
に
検
討
す
る
（
Ⅳ
）。

）
七
七
七
一
（
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八

Ⅱ
　
集
会
禁
止
の
要
件

㈠
　
集
会
法
一
五
条
一
項
は
、「
管
轄
官
庁
は
、
処
分
を
す
る
時
点
で
認
識
可
能
な
事
情
に
基
づ
い
て
判
断
し
て
当
該
集
会
又
は
行
進

を
実
施
し
た
場
合
に
公
共
の
安
全
又
は
秩
序
に
直
接
の
危
険
が
及
ぶ
と
き
は
、
当
該
集
会
又
は
行
進
を
禁
止
し
、
又
は
一
定
の
条
件
を
付

す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
八
五
年
五
月
一
四
日
の
決
定
（
ブ
ロ
ッ
ク
ド
ル
フ
決
定
）
に
お

い
て
、
集
会
法
一
五
条
の
憲
法
適
合
的
解
釈
を
行
っ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
集
会
法
一
五
条
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
解
釈
及
び
適

用
に
際
し
て
、
集
会
の
禁
止
及
び
解
散
が
、
①
重
要
な
共
同
体
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
、
②
比
例
原
則
を
遵
守
し
つ
つ
、
か
つ
、
③
重

要
な
共
同
体
利
益
に
対
す
る
認
識
可
能
な
事
情
か
ら
導
出
さ
れ
る
直
接
的
危
険
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
る
と

き
は
、
基
本
法
八
条
に
適
合
す
る
と
説
示
し
た
（
９
）

。
さ
ら
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
二
年
一
二
月
一
日
の
決
定
に
お
い
て
、
集
会

の
自
由
は
、
意
見
表
明
の
自
由
と
同
じ
よ
う
に
、
個
人
の
人
格
の
発
展
及
び
民
主
的
秩
序
に
と
っ
て
基
本
的
重
要
性
を
有
し
て
お
り
、
集

会
の
禁
止
及
び
解
散
は
、
こ
の
基
本
権
に
対
す
る
も
っ
と
も
強
力
な
制
約
で
あ
る
か
ら
、
集
会
の
禁
止
及
び
解
散
は
、
厳
格
な
要
件
に
縛

ら
れ
、
こ
れ
が
同
価
値
的
な
法
益
の
保
護
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
公
共
の
安
全
及
び
秩
序
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
防
止
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
限
っ
て
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
示
し
た
（
10
）

。

㈡
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
従
う
と
、
集
会
禁
止
は
、
ま
ず
、「
重
要
な
共
同
体
利
益
」
又
は
「
同
価
値
的
な
法
益
」
を
保
護
す

る
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
八
月
三
〇
日
の
決
定
に
お
い
て
、

「
基
本
法
二
条
二
項
一
項
に
基
づ
く
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
に
対
す
る
第
三
者
の
基
本
権
」
は
、「
原
理
的
に
同
価
値
的
な
他
の
利
益
」

に
含
ま
れ
る
と
説
示
し
た
（
11
）

。
一
般
処
分
に
よ
る
無
届
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
予
防
的
禁
止
は
、
集
会
参
加
者
及
び
通
行
人
等
の
第
三
者
の

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
三
九

生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
集
会
の
禁
止
及
び
解
散
は
「
重
要
な
共
同
体
利
益
」
の
保
護
の
た
め
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
件
を
充
た
し
て
い
る
。

㈢
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
八
五
年
五
月
一
四
日
の
決
定
に
お
い
て
、
公
共
の
安
全
又
は
秩
序
に
対
す
る
「
直
接
的
」
危
険
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
官
庁
の
介
入
権
限
は
、
禁
止
及
び
解
散
が
公
共
の
安
全
又
は
秩
序
に
直
接
の
危
険
が
及
ぶ
場
合
に
限
り
許

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。
直
接
性
の
要
求
に
よ
っ
て
、
制
約
の
要
件
は
、
一
般
の
警
察
法
に
お
け
る
よ
り
も
強
力
に
狭

め
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
事
件
に
お
い
て
そ
の
時
々
に
危
険
予
測
が
必
要
で
あ
る
。
た
し
か
に
危
険
予
測
は
つ
ね
に
蓋
然
性
判
断
で
あ
る

が
、
そ
の
根
拠
を
示
す
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
応
じ
て
集
会
法
一
五
条
一
項
は
、「
認
識
可
能
な
事

情
」
に
、
つ
ま
り
事
実
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
単
な
る
疑
い
又
は
推
測
で
は
十
分
で
は
あ
り
得
な

い
、
と
（
12
）

。
そ
の
後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
上
記
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
具
体
化
し
て
い
る
。
①
公
共
の
安
全
に
対
す
る
危
険
と
集
会
の

実
施
と
の
間
に
十
分
に
明
確
な
因
果
関
係
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
は
、
妨
げ
ら
れ
ず
に
事
態

が
進
行
し
た
場
合
に
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
集
会
の
自
由
と
対
立
す
る
法
益
に
対
す
る
損
害
を
発
生
さ
せ
る
に
至
る
具
体
的
事
情
を
必

要
と
す
る
（
13
）

。
②
集
会
官
庁
が
行
っ
た
危
険
予
測
は
、
合
理
的
評
価
を
し
た
場
合
に
危
険
発
生
の
十
分
な
蓋
然
性
が
明
ら
か
に
な
る
具
体
的

で
理
解
可
能
な
事
実
根
拠
を
必
要
と
し
て
お
り
、
単
な
る
疑
い
及
び
推
測
で
は
十
分
で
は
な
い
（
14
）

。
③
危
険
予
測
の
た
め
に
、
以
前
の
集
会

が
、
モ
ッ
ト
ー
、
場
所
、
日
時
並
び
に
参
加
者
及
び
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
の
範
囲
の
点
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
る
集
会
と
の
類
似
性
を
示
す
限

り
に
お
い
て
、
以
前
の
集
会
に
関
連
し
た
出
来
事
も
状
況
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
15
）

。
④
防
御
権
と
し
て
の
基
本
権
の
コ
ン

セ
プ
ト
に
適
合
す
る
行
政
法
の
一
般
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
、
禁
止
事
由
の
存
在
に
関
す
る
説
明
責
任
及
び
立
証
責
任
は
官
庁
が
負
う
（
16
）

。
コ

ロ
ナ
散
歩
に
関
連
す
る
無
届
集
会
の
一
般
的
禁
止
を
命
じ
る
一
般
処
分
の
適
法
性
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の

）
七
七
一
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
四
〇

要
件
の
充
足
の
有
無
が
最
大
の
論
点
と
な
る
。
以
下
（
Ⅲ
）
に
お
い
て
は
、
行
政
裁
判
所
が
こ
の
要
件
の
充
足
の
有
無
を
ど
の
よ
う
に
判

断
し
た
の
か
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
て
判
例
を
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

㈣
　
さ
ら
に
、
集
会
の
禁
止
又
は
解
散
は
、
最
終
手
段
で
あ
り
、
条
件
を
付
す
と
い
う
よ
り
緩
や
か
な
手
段
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
比
例
原
則
に
基
づ
く
（
17
）

。
基
本
法
八
条
一
項
の
保
障
は
、
集
会
法
一
五
条
一
項
に
基
づ
い
て
集
会
禁
止
措
置

を
命
ず
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
事
後
的
解
散
が
優
先
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
18
）

。
コ
ロ
ナ
散
歩
に
関
連
す
る

無
届
集
会
の
一
般
的
禁
止
を
命
じ
る
一
般
処
分
の
適
法
性
に
関
し
て
は
比
例
原
則
適
合
性
が
も
う
一
つ
の
重
要
な
論
点
と
な
る
。
し
か
し
、

紙
幅
の
制
約
の
た
め
、
比
例
原
則
適
合
性
を
判
断
し
た
部
分
は
紹
介
・
検
討
の
対
象
に
は
し
な
い
。

Ⅲ
　
判
例
の
展
開

一

　二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定

カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
（
第
三
部
）
は
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
決
定
（
19
）

（
判
例
①
）
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
コ
ロ
ナ
散
歩

に
関
連
す
る
無
届
集
会
の
一
般
的
禁
止
を
命
じ
た
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
市
の
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
九
日
の
一
般
処
分
に
対
す
る
異
議
申
立

て
の
延
期
効
の
回
復
又
は
命
令
を
求
め
る
申
立
て
を
斥
け
た
（
20
）

。
行
政
裁
判
所
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
要
件
は
充
足
さ

れ
て
い
る
と
判
断
し
た
。
行
政
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
集
会
法
一
四
条
の
届
出
義
務
の
違
反
は
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
で
は
な

く
、
集
会
法
一
四
条
の
届
出
義
務
違
反
か
ら
損
害
発
生
の
高
度
の
蓋
然
性
を
帰
結
で
き
な
い
の
で
、
集
会
法
一
四
条
の
届
出
義
務
違
反
は

原
則
と
し
て
禁
止
又
は
制
限
を
正
当
化
し
な
い
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
行
政
裁
判
所
は
、
届
出
を
著
し
く
遅
れ
て
す
る
こ
と
又
は
届
出

）
七
七
一
一
（
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コ
ロ
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（
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田
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一
四
一

を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
会
官
庁
及
び
警
察
が
、
必
要
な
組
織
的
措
置
を
講
じ
、
公
共
の
秩
序
又
は
安
全
を
維
持
す
る
た
め
の
人
員

を
準
備
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
妨
害
し
た
場
合
に
は
、
別
の
こ
と
が
当
て
は
ま
り
、
こ
の
場
合
、
官
庁
は
、
行
事
の
開
始
を
待
つ
必

要
は
な
く
、
当
該
行
事
を
集
会
法
一
五
条
三
項
に
基
づ
い
て
解
散
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
を
示
し
た
（R

n. 40

）。
そ
し
て
、

行
政
裁
判
所
は
、
一
五
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
が
存
在
す
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
〇
日
（
月
曜
日
）
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
に
つ
い
て
、「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
届
出
が
改
め
て
市
に
な

さ
れ
た
が
、
こ
の
届
出
は
、
申
請
者
に
よ
る
と
、
第
三
者
か
ら
の
圧
力
に
よ
っ
て
取
り
下
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
散
歩
」

の
呼
び
か
け
、
そ
の
開
始
時
間
及
び
出
発
場
所
並
び
に
目
的
地
を
記
し
た
チ
ラ
シ
は
流
通
し
続
け
た
。
実
際
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
〇

日
の
夜
、
一
八
時
一
五
分
頃
か
ら
約
一
五
〇
人
が
市
内
中
心
部
の
各
所
に
現
れ
、
コ
ロ
ナ
対
策
規
制
に
対
す
る
抗
議
活
動
と
し
て
市
内
中

心
部
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い
た
（R

n. 42

）。
そ
の
際
、
参
加
者
は
、
複
数
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
キ
ャ
ン
ド
ル
又
は
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
た
携

帯
電
話
の
灯
を
手
に
し
て
様
々
な
道
を
あ
る
場
所
か
ら
あ
る
場
所
に
向
け
て
移
動
し
た
。
参
加
者
の
大
部
分
は
、
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
い

な
か
っ
た
。
こ
の
行
動
か
ら
、「
散
歩
」
の
主
催
者
が
、
意
図
的
に
届
出
を
し
な
い
で
、
届
出
を
し
た
集
会
に
課
さ
れ
る
条
件
、
例
え
ば
、

コ
ロ
ナ
命
令
三
条
二
項
と
結
び
付
い
た
三
条
一
項
に
基
づ
く
マ
ス
ク
着
用
義
務
を
上
回
る
よ
う
な
マ
ス
ク
着
用
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
を

意
図
的
に
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
無
届
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
参
加
者
は
、
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
、
集
会
官

庁
及
び
警
察
が
、
特
定
の
経
路
又
は
場
所
を
固
定
し
た
集
会
を
命
じ
た
り
、
公
共
の
安
全
又
は
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
十
分
な
人
員
を

投
入
し
た
り
す
る
等
の
必
要
な
組
織
的
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
（R

n. 43

）。
少
な

く
な
い
数
の
集
会
参
加
者
は
、
過
去
に
お
い
て
、
ま
さ
に
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
三
日
の
月
曜
散
歩
の
よ
う
な
無
届
集
会
に
お
い
て
、
マ

ス
ク
を
着
用
せ
ず
、
ま
た
、
離
隔
距
離
規
定
も
遵
守
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
に
お
い
て
、
市
は
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
可
能
な
事

）
七
七
一
一
（
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情
を
合
理
的
に
評
価
す
る
と
、
無
届
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
が
新
た
に
実
施
さ
れ
た
場
合
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
が
果
た
さ
れ
ず
、
離
隔
距
離

も
保
持
さ
れ
な
い
こ
と
等
が
見
込
ま
れ
、
公
共
の
安
全
が
著
し
く
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

（R
n. 44

）。

二

　二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
の
決
定
（
21
）

（
判
例
②
）
に
お
い
て
、
バ
ー
ト
・
メ
ル
ゲ
ン
ト
ハ
イ
ム

市
が
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
一
般
処
分
に
よ
っ
て
「
月
曜
散
歩
」
又
は
「
散
歩
」
の
呼
び
か
け
に
関
連
す
る
無
届
集
会
を
禁
止
し

た
こ
と
（
22
）

に
つ
い
て
、
市
が
挙
げ
た
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
示
す
根
拠
は
予
防
的
集
会
禁
止
を
支
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

（R
n. 28

）
と
判
断
し
た
。

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
集
会
法
一
四
条
の
届
出
義
務
の
単
な
る
違
反
は
集
会
法
一
五
条
一
項
の
意
味
に
お
け

る
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
（R

n. 29

）
上
で
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。
集
会
法
一
五
条
三
項

は
、
届
出
の
懈
怠
の
制
裁
と
し
て
集
会
の
解
散
の
可
能
性
を
規
定
し
て
い
る
が
、
集
会
の
届
出
を
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
機
械
的
に
集
会

の
解
散
又
は
予
防
的
禁
止
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
解
散
及
び
禁
止
は
、
管
轄
官
庁
の
法
的
義
務
で
は
な
く
、
権
限
で
あ
り
、

官
庁
は
、
集
会
の
自
由
の
高
度
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
て
、
介
入
の
た
め
の
そ
の
他
の
要
件
が
充
足
さ
れ
た
場
合
に
限
り
行
使
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
。
届
出
の
欠
如
及
び
そ
れ
に
伴
う
情
報
入
手
の
遅
れ
は
官
庁
の
介
入
を
容
易
に
す
る
だ
け
で
あ
る
（R

n. 29

）。
そ
し
て
、
行

政
裁
判
所
は
、
上
記
の
ル
ー
ル
は
、
適
時
に
届
出
が
可
能
で
あ
っ
た
集
会
、
又
は
、
過
失
に
よ
り
若
し
く
は
そ
も
そ
も
意
図
的
に
届
出
が

な
さ
れ
な
か
っ
た
集
会
に
も
当
て
は
ま
る
と
指
摘
し
（R

n. 29

）、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
（
第
三
部
）
が
二
〇
二
一
年
一
二
月

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
四
三

二
一
日
の
決
定
に
お
い
て
示
し
た
考
え
方
を
否
定
し
た
（
以
下
、
こ
の
部
分
を
「
二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所

決
定
の
考
え
方
」
と
い
う
。）。

つ
ぎ
に
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
は
、
市
が
、
予
防
的
集
会
禁
止
に
よ
っ
て
第
三
者
の
生
命
及
び
健
康
に
対
す
る
基
本
権

を
保
護
す
る
と
い
う
正
当
な
目
的
を
追
求
す
る
範
囲
に
お
い
て
も
、
事
実
の
根
拠
に
基
づ
い
て
合
理
的
に
評
価
し
た
場
合
に
市
域
に
つ
い

て
第
三
者
の
法
益
に
対
す
る
損
害
発
生
の
十
分
な
蓋
然
性
を
根
拠
付
け
る
危
険
予
測
は
存
在
し
な
い
（R

n. 30

）
と
判
断
し
た
。
行
政
裁

判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
ロ
ベ
ル
ト
・
コ
ッ
ホ
研
究
所
（
Ｒ
Ｋ
Ｉ
）
の
リ
ス
ク
評
価
に
よ
る
と
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
民
の
健
康
に
対
す
る
危
険
は
非
常
に
高
い
と
評
価
さ
れ
る
（R

n. 32

）。
ま
た
、
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
見
方
に
よ
る
と
、
例
え
ば
、

最
小
離
隔
距
離
を
確
実
に
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
長
時
間
の
会
話
及
び
顔
を
近
づ
け
て
接
触
す
る
場
合
、
並
び
に
、
混
雑
し

た
見
通
せ
な
い
状
況
に
お
い
て
は
、
屋
外
に
お
け
る
マ
ス
ク
着
用
は
有
効
で
あ
る
（R

n. 34

）。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
に
お
い
て
は
、
市

域
に
お
い
て
、
本
件
一
般
処
分
の
対
象
と
な
る
無
届
集
会
が
実
施
さ
れ
た
場
合
、
直
接
的
危
険
を
肯
定
す
る
た
め
に
必
要
な
高
度
の
蓋
然

性
を
も
っ
て
、
集
会
参
加
者
間
に
お
け
る
又
は
集
会
参
加
者
か
ら
第
三
者
へ
の
ウ
イ
ル
ス
感
染
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
十
分
な
危
険

予
測
が
欠
け
て
い
る
（R

n. 35

）。
市
は
、
禁
止
さ
れ
た
集
会
に
お
い
て
も
、
必
要
な
最
小
離
隔
距
離
が
保
持
さ
れ
ず
、（
適
切
な
）
マ
ス
ク

が
（
規
則
通
り
に
）
着
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
大
雑
把
に
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
こ
の
想
定
は
、
具
体
的
か
つ
理
解
可
能
な

事
実
の
根
拠
に
支
え
ら
れ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
上
記
の
条
件
が
遵
守
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
危
険
が
生
じ
る
の

か
に
つ
い
て
の
結
論
を
引
き
出
す
た
め
に
、
同
一
の
申
請
者
又
は
同
じ
人
的
サ
ー
ク
ル
の
同
一
又
は
類
似
の
集
会
の
以
前
の
経
験
を
使
用

で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
潜
在
的
集
合
参
加
者
及
び
当
該
地
域
の
事
情
に
即
し
た
個
別
事
案
に
お
け
る
審
査
が
必
要
で
あ
る
。

市
は
、
本
件
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
審
査
を
怠
っ
て
い
る
。
市
は
、「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
の
集
会
活
動
の
連
邦
規
模

）
七
七
一
一
（
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で
の
増
加
と
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
〇
日
か
ら
一
二
日
の
週
末
に
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
他
の
都
市
で
行
わ
れ
た
コ
ロ

ナ
予
防
措
置
に
反
対
す
る
デ
モ
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
、
市
域
に
お
い
て
予
測
さ
れ
る
健
康
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
根
拠

付
け
る
に
は
は
じ
め
か
ら
適
合
的
で
は
な
い
。
市
は
、「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
の
遵
法
精
神
が
結
局
は
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス

に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
示
す
「
比
較
的
最
近
の
過
去
に
お
け
る
多
様
な
経
験
」
に
言
及
し
、
感
染
防
護
措
置
の
違
反
が
ま
す
ま
す
激
化
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
が
、
潜
在
的
集
会
参
加
者
が
「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
に
属
す
る
と
言
え
る
の
か
、
ど
の
よ
う

な
範
囲
に
お
い
て
属
す
る
と
言
え
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
経
験
が
市
に
お
け
る
以
前
の
集
会
に
関
連
し
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
も
、
具
体
的
な
指
摘
は
な
い
。
ま
た
、
一
般
処
分
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
二
日
及
び
一
九
日
の
出

来
事
か
ら
は
、
こ
の
観
点
に
お
い
て
何
も
得
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
市
は
、
あ
る
「
散
歩
」
に
つ
い
て
時
間
を
特
定
す
る
こ
と
な
く
、
最
大

二
五
〇
人
が
市
内
を
歩
き
回
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
最
小
離
隔
距
離
が
原
則
と
し
て
保
持
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
及
び
、
マ
ス
ク
は

少
数
の
個
別
事
例
に
お
い
て
の
み
着
用
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
上
記
の
違
反
の
数
、
種
類
及
び
程
度
並
び
に
最
小
離
隔

距
離
の
保
持
又
は
マ
ス
ク
着
用
を
集
会
参
加
者
に
促
す
努
力
の
成
否
に
つ
い
て
の
理
解
可
能
な
事
実
が
示
さ
れ
て
い
な
い
（R

n. 36

）。
市

は
、
冬
季
に
お
い
て
も
旧
市
街
に
お
け
る
人
の
往
来
が
多
い
こ
と
と
旧
市
街
の
路
地
が
狭
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
、

す
で
に
実
施
さ
れ
た
コ
ロ
ナ
予
防
措
置
に
反
対
す
る
無
届
集
会
と
の
関
連
性
を
示
し
て
い
な
い
。
集
会
に
参
加
し
て
い
な
い
す
べ
て
の
人

に
対
す
る
も
っ
ぱ
ら
抽
象
的
な
危
険
の
阻
止
は
、
集
会
法
一
五
条
一
項
に
基
づ
く
集
会
法
上
の
介
入
を
正
当
化
し
な
い
（R

n. 37

）。

三

　二
〇
二
二
年
一
月
一
七
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定

カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
（
第
一
四
部
）
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
七
日
の
決
定
（
23
）

（
判
例
③
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
一
年
一
二
月

）
七
七
一
一
（
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五

二
〇
日
の
ブ
レ
ッ
テ
ン
市
の
一
般
処
分
に
含
ま
れ
る
予
防
的
集
会
禁
止
は
違
法
で
あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
（R

n. 113

）
と
判
断
し
た
（
24
）

。

行
政
裁
判
所
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
要
件
の
充
足
を
否
定
し
た
。
行
政
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政

裁
判
所
（
第
三
部
）
が
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
決
定
に
お
い
て
示
し
た
考
え
方
に
言
及
し
つ
つ
も
、
本
件
は
同
種
の
事
案
類
型
で

は
な
い
（R

n. 95
）
た
め
、
本
件
に
お
い
て
は
、
一
般
処
分
に
よ
る
無
届
集
会
の
一
般
的
禁
止
は
、
個
別
事
案
の
具
体
的
状
況
─
こ
れ
は
、

一
般
処
分
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
場
所
的
適
用
範
囲
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
─
に
基
づ
い
て
、
意
図
的
に
届
出
を
し

な
い
集
会
が
行
わ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
集
会
の
実
施
中
に
、
具
体
的
に
見
込
ま
れ
る
そ
の
形
態
の
故
に
特
に

重
大
な
感
染
の
危
険
又
は
そ
の
他
の
公
共
に
安
全
に
対
す
る
重
大
な
危
険
が
生
じ
る
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
と
の
予
測
を
裏
付
け
る
具
体

的
で
理
解
可
能
な
事
実
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
（R

n. 96

）。
そ
し
て
、
行
政
裁
判
所
は
、
市
の
一
般
処
分
を
支
え
る
直
接
的

危
険
状
況
は
、
簡
易
審
査
に
よ
る
と
、
現
在
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 86

）。
そ
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

当
部
の
見
解
に
よ
る
と
、
簡
易
審
査
を
し
た
場
合
、
少
な
く
と
も
市
域
に
お
け
る
類
似
の
集
会
の
従
来
の
進
行
状
況
に
か
ん
が
み
る
と
、

二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
ま
で
の
期
間
に
、
市
域
に
お
い
て
、
重
大
な
感
染
の
危
険
を
発
生
さ
せ
る
、
又
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
そ

の
他
の
重
大
な
危
険
を
引
き
起
こ
す
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
無
届
集
会
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
十
分
な
事
実
の
根
拠
は
存
在

し
な
い
（R

n. 100

）。
た
し
か
に
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
、
─
事
前
に
テ
レ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
「
月
曜
散
歩
」
の
呼
び
か
け
が
行

わ
れ
て
─
数
人
が
「
灯
の
散
歩
」
の
た
め
に
マ
ル
ク
ト
広
場
に
キ
ャ
ン
ド
ル
と
ラ
ン
タ
ン
を
持
っ
て
現
れ
た
。
し
か
し
、
市
の
報
告
に
よ

る
と
、
参
加
者
は
、
現
場
に
い
た
警
察
官
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
た
後
は
離
隔
距
離
を
保
持
し
、
デ
モ
行
進
に
は
至
ら
な
か
っ
た
（R

n. 

101

）。
ま
た
、
合
計
四
二
人
が
、
六
つ
の
小
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
事
前
の
届
出
な
し
に
マ
ル
ク
ト
広
場
に
現
れ
た
二
〇
二
二
年
一
月

一
〇
日
の
出
来
事
に
お
い
て
も
、
参
加
者
は
、
た
し
か
に
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
警
察
の
報
告
に
よ
る
と
、
最
小
離
隔
距

）
七
七
一
一
（
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離
を
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
お
い
て
保
持
し
て
い
た
。
解
散
し
た
後
は
、
参
加
者
の
一
部
は
自
主
的
に
集
会
場
所
を
離
れ
、
そ
の
他
の
参
加

者
は
、
警
察
の
再
度
の
要
求
の
後
、
集
会
場
所
を
離
れ
た
（R

n. 102

）。
さ
ら
に
、
市
の
一
般
処
分
に
お
い
て
、
六
人
の
警
察
官
が
負
傷

し
た
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
三
日
に
マ
ン
ハ
イ
ム
で
起
き
た
出
来
事
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
が
、
上
記
の
集
会
は
全
般
的
に
平
和

的
で
あ
っ
た
（R

n. 103

）。
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
集
会
の
参
加
者
も
、
ま
た
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
〇
日
の
集
会
の
参
加
者
も

マ
ス
ク
を
着
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
、
市
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
、「
散
歩
」
の
一
般
的
呼
び
か
け
に
関
連
す
る
将
来
の
無

届
集
会
に
お
い
て
と
く
に
重
大
な
感
染
の
危
険
が
生
じ
る
と
い
う
予
測
を
根
拠
付
け
る
の
に
十
分
で
は
な
い
。
州
の
命
令
制
定
者
は
、
公

共
の
場
に
お
い
て
、
感
染
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
で
十
分
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
。
こ
の
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
を
確
実
に
遵
守
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、
コ
ロ
ナ
命
令
三
条
二
項
二
号
は
、
屋
外
に
お
い
て
医

療
用
マ
ス
ク
の
着
用
を
命
じ
て
い
る
（R
n. 104

）。
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
集
会
の
参
加
者
は
、
市
に
よ
る
と
、
警
察
の
注
意
が

行
わ
れ
た
後
は
、
離
隔
距
離
基
準
を
保
持
し
て
い
た
し
、
ま
た
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
〇
日
の
集
会
に
お
い
て
も
、
警
察
の
報
告
に
よ
る

と
、
最
小
離
隔
距
離
は
広
範
囲
に
保
持
さ
れ
て
い
た
（R

n. 105

）。
市
は
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
に
お
け
る
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
〇
日
の

出
来
事
、
マ
ン
ハ
イ
ム
に
お
け
る
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
三
日
の
出
来
事
、
ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ
ン
に
お
け
る
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
一
日
の

出
来
事
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
と
は
異
な
り
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
無
届
の
「
散
歩
」
に
お
い
て
も
、
ま
た
、

二
〇
二
二
年
一
月
一
〇
日
の
無
届
の
「
散
歩
」
に
お
い
て
も
、
三
桁
又
は
四
桁
の
参
加
者
が
集
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
数
十
人
の
参
加

者
が
集
ま
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
数
十
人
の
参
加
者
は
、
警
察
が
到
着
す
る
と
─
少
な
く
と
も
二
〇
二
二
年
一
月
一
〇
日
に
お
い

て
は
─
七
人
の
小
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
た
。
そ
れ
故
、
感
染
予
防
の
た
め
に
必
要
な
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
は
、
集
会
参
加
者
が
協
力
し

た
場
合
、
原
則
と
し
て
問
題
な
く
可
能
で
あ
る
人
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
（R

n. 106
）。
本
件
の
事
実
状
況
か
ら
は
、
最
小
離
隔
距
離
を

）
七
七
一
一
（
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七

保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
集
会
参
加
者
の
協
力
を
、
よ
り
緩
や
か
な
措
置
、
と
く
に
警
察
の
注
意
に
よ
っ
て
は
作
出
で
き
な
い
と
い
う
結

論
は
引
き
出
せ
な
い
。
市
域
で
行
わ
れ
た
集
会
に
お
い
て
、
感
染
予
防
の
た
め
に
必
要
な
最
小
離
隔
距
離
は
、
広
範
囲
に
自
発
的
に

（
二
〇
二
二
年
一
月
一
〇
日
の
集
会
）、
又
は
、
少
な
く
と
も
警
察
か
ら
注
意
さ
れ
た
後
に
（
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
集
会
）
保
持
さ
れ
た

（R
n. 107

）。
最
後
に
、
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
警
察
部
隊
・
治
安
部
隊
を
、
無
届
集
会
に
起
因
す
る
動
員
の

需
要
を
充
た
す
た
め
に
現
場
に
お
い
て
十
分
な
範
囲
で
使
用
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
具
体
的
根
拠
は
な
い
（R

n. 108

）。
公
共
の
安
全
に

対
す
る
直
接
的
危
険
の
要
件
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
ま
で
の
間
に
「
散
歩
」
の
呼
び
か
け
に
関
連
し
て
市
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
無
届
集
会
に
よ
っ
て
は
充
足
さ
れ
て
い
な
い
（R

n. 109

）。

四

　二
〇
二
二
年
一
月
一
七
日
バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定

バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
七
日
の
決
定
（
25
）

（
判
例
④
）
に
お
い
て
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ａ
条
八
項
一

文
と
結
び
付
い
た
同
条
七
項
一
文
と
さ
ら
に
結
び
付
い
た
同
条
一
項
一
〇
号
は
、
あ
ら
ゆ
る
集
会
は
必
然
的
に
感
染
症
予
防
法
上
望
ま
し

く
な
い
接
触
を
伴
う
と
い
う
理
由
だ
け
で
集
会
禁
止
が
許
さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
処
分
を
し
た
時

点
で
認
識
可
能
な
事
情
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
と
、
集
会
が
実
施
さ
れ
た
場
合
に
予
見
さ
れ
るS

A
R

S
-C

oV
-2

ウ
イ
ル
ス
感
染
に
よ
っ

て
公
共
の
安
全
又
は
秩
序
に
直
接
の
危
険
が
及
び
、
か
つ
、
こ
の
危
険
が
感
染
症
予
防
法
二
八
ａ
条
七
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
制
限
に

よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
程
度
ま
で
縮
減
で
き
な
い
と
き
は
、
感
染
症
予
防
法
上
の
規
定
は
、
個
別
の
事
案
に
お
け
る
集
会
の
禁
止
を
妨
げ
る

も
の
で
な
い
と
の
解
釈
を
示
し
た
（R

n. 15

）。
そ
し
て
、
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
シ
ュ
タ
ル
ン
ベ
ル
ク
市
及
び
そ
の
他
の
市
町
村
の
区
域

に
お
い
て
コ
ロ
ナ
対
策
措
置
反
対
の
無
届
集
会
を
一
般
的
に
禁
止
す
る
シ
ュ
タ
ル
ン
ベ
ル
ク
郡
庁
の
一
般
処
分
（R

n. 1

）
に
関
し
て
、
郡

）
七
七
一
一
（
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庁
の
危
険
予
測
は
上
記
の
要
件
を
充
た
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
（R

n 16

）。
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
当
法
廷
は
、
本
件

一
般
処
分
の
適
用
地
域
に
お
け
る
以
前
の
集
会
に
お
け
る
経
験
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
と
、
本
件
一
般
処
分
の
適
用
地
域
に
お
い
て
実
施

さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
集
会
に
際
し
て
公
共
の
安
全
又
は
秩
序
に
対
す
る
直
接
的
危
険
が
生
じ
る
と
十
分
な
確
実
性
を
も
っ
て
認
識
で

き
な
い
。
本
件
一
般
処
分
の
決
定
に
お
け
る
記
載
か
ら
は
、
合
計
で
四
つ
の
市
町
村
に
お
い
て
、
二
〇
人
か
ら
三
〇
〇
人
が
参
加
し
た
無

届
集
会
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
際
に
感
染
症
予
防
法
上
又
は
そ
の
他
の
重
大
な
危
険
が
発
生
し
た
こ
と
は
示

さ
れ
て
い
な
い
（R

n. 17
）。

五

　二
〇
二
二
年
一
月
一
九
日
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
行
政
裁
判
所
決
定

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
九
日
の
決
定
（
26
）

（
判
例
⑤
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
三
日
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

市
の
一
般
処
分
に
対
す
る
申
立
人
の
訴
え
の
延
期
効
を
命
じ
た
（
主
文
）
が
、
無
届
集
会
の
予
防
的
禁
止
は
本
案
手
続
き
に
お
い
て
憲
法

上
の
要
件
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
示
す
根
拠
が
あ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 35

）。
行
政
裁
判
所
は
、
届
出
を
し
な
い

こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
解
散
事
由
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
は
、
適
時
に
届
出
を
し
な
か
っ
た
集
会
、
又
は
、
過
失
に
よ
っ
て
若
し

く
は
そ
も
そ
も
意
図
的
に
届
出
を
し
な
か
っ
た
集
会
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
解
散
の
要
件
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す

る
直
接
的
危
険
の
存
在
で
あ
る
と
説
く
（R

n. 36

）。
そ
し
て
、
行
政
裁
判
所
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
市
に
お
い
て
コ
ロ
ナ
対
策
措
置
に
対
す
る

抗
議
に
関
連
し
た
す
べ
て
の
集
会
を
禁
止
す
る
一
般
処
分
（R

n. 2-9
）
を
裏
付
け
る
市
の
危
険
予
測
の
合
理
性
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る

（R
n. 37

）。
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

ⅰ
　
バ
イ
エ
ル
ン
州
集
会
法
一
三
条
一
項
に
基
づ
く
届
出
義
務
の
単
な
る
違
反
、
及
び
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
集
会
官
庁
又
は
警
察

）
七
七
一
一
（
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九

部
隊
に
よ
る
集
会
の
「
統
制
可
能
性
」
の
困
難
化
は
、
公
共
の
安
全
及
び
秩
序
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
存
在
を
想
定
す
る
た
め
に
十
分

で
は
な
い
。
憲
法
制
定
者
は
、
屋
外
集
会
は
危
険
を
内
在
し
て
お
り
、
障
害
が
生
じ
易
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
許
可
手
続
き
に
よ
る
集
会

の
予
防
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
あ
え
て
排
除
し
た
の
で
あ
る
（R

n. 38

）。

ⅱ
　
市
の
危
険
予
測
は
、
と
り
わ
け
、
直
近
数
週
間
の
抗
議
活
動
の
評
価
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
処
分
に
お
け
る
理
由
だ
け

で
は
、
最
小
離
隔
距
離
保
持
要
求
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
等
の
違
反
の
数
、
種
類
及
び
程
度
に
つ
い
て
集
会
の
自
由
の
憲
法
上
の
ラ
ン
ク

と
の
関
係
に
お
い
て
必
要
な
評
価
（
重
み
付
け
）
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
当
部
は
、
集
会
状
況
を
独
自
に
評
価
す
る
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
当
部
に
は
、
こ
の
評
価
を
点
検
し
、
基
本
権
制
約
の
重
大
性
と
の
均
衡
を
と
る
た
め
に
必
要
な
事
実
の
根
拠

─
と
く
に
集
会
の
全
体
状
況
と
の
関
係
に
お
け
る
違
反
の
数
及
び
程
度
─
が
部
分
的
に
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
（R

n. 39

）。

六

　二
〇
二
二
年
一
月
一
九
日
バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定

バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
市
の
抗
告
を
受
け
て
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
九
日
の
決
定
（
27
）

（
判
例
⑥
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
二

年
一
月
一
九
日
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
行
政
裁
判
所
決
定
を
変
更
し
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
三
日
の
一
般
処
分
に
対
す
る
訴
え
の
延
期
効
の
命
令
を

求
め
る
申
立
て
を
棄
却
し
た
（
主
文
）。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
予
防
的
禁
止
を
含
む
一
般
処
分
は
適
法
で
あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と

判
断
し
た
（R

n. 16

）。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
上
記
行
政
裁
判
所
決
定
と
は
異
な
り
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
要
件
の
充

足
を
認
め
た
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。
一
般
処
分
の
理
由
及
び
市
の
補
充
的
反
論
に
お
け
る
二
〇
二
一
年
一
二
月
一

日
、
八
日
、
一
五
日
、
二
二
日
及
び
二
〇
二
二
年
一
月
五
日
の
集
会
の
事
案
に
つ
い
て
の
記
載
は
十
分
に
説
得
力
が
あ
り
、
こ
の
記
載
は
、

集
会
参
加
者
が
、
組
織
的
か
つ
そ
の
大
多
数
に
よ
っ
て
、
集
会
場
所
、
集
会
場
所
の
固
定
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
及
び
離
隔
距
離
に
関
し
て

）
七
七
一
七
（
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一
五
〇

自
ら
不
当
で
あ
る
と
考
え
る
制
限
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（R

n. 24

）。
市
は
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
七
日
、

二
九
日
及
び
三
〇
日
並
び
に
二
〇
二
二
年
一
月
五
日
、
七
日
及
び
一
二
日
の
警
察
本
部
の
予
測
及
び
報
告
書
を
自
ら
の
予
測
の
根
拠
と
し

て
使
用
す
る
が
、
こ
れ
は
正
当
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
市
が
行
っ
た
危
険
予
測
の
十
分
な
事
実
及
び
根
拠
が
明
ら
か
に
な
る
。
最
近

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
市
中
心
部
の
様
々
な
場
所
に
お
い
て
コ
ロ
ナ
対
策
措
置
抗
議
行
動
又
は
集
会
の
性
質
を
有
す
る
「
散
歩
」
が
小
グ
ル
ー
プ
か

ら
大
規
模
グ
ル
ー
プ
（
場
合
に
よ
っ
て
は
数
千
人
の
参
加
者
）
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
マ
ス
ク
を
着

用
し
な
い
で
法
律
上
の
最
小
離
隔
距
離
が
全
体
的
か
つ
組
織
的
に
保
持
さ
れ
て
お
ら
ず
、
警
察
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
る
と
警
察
官
に
対
す

る
身
体
的
攻
撃
に
至
る
関
係
者
の
攻
撃
的
反
応
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
、
公
道
及
び
脇
道
に
お
い
て
制
御
不
能
な
回
避
行
動
が
繰
り
返
さ
れ

て
お
り
、
デ
モ
参
加
者
の
圧
倒
的
多
数
は
必
要
な
衛
生
ル
ー
ル
を
遵
守
し
つ
つ
集
会
を
円
滑
に
実
施
す
る
用
意
を
示
し
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
市
が
挙
げ
た
警
察
本
部
の
予
測
及
び
報
告
書
か
ら
容
易
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
（R

n. 25

）。

七

　二
〇
二
二
年
一
月
二
四
日
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
決
定

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
（
第
四
部
）
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
四
日
の
決
定
（
28
）

（
判
例
⑦
）
に
お
い
て
、「
月
曜
散
歩
」
の
禁
止
に
関

す
る
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
市
の
一
般
処
分
に
つ
い
て
適
法
で
あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
判
断
し
た
（
29
）

。
行
政
裁
判
所
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す

る
直
接
的
危
険
の
要
件
は
充
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
衆
に
対

し
て
参
加
の
勧
誘
が
な
さ
れ
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
七
日
及
び
二
〇
二
二
年
一
月
三
日
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
市
中
心
部
で
行
わ
れ
た
無
届

集
会
の
進
行
状
況
か
ら
、
上
記
の
集
会
に
参
加
し
た
人
々
は
、
将
来
に
お
い
て
も
マ
ス
ク
の
非
着
用
及
び
離
隔
距
離
の
不
保
持
に
よ
っ
て

重
大
な
感
染
の
危
険
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
十
分
な
根
拠
が
明
ら
か
に
な
る
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政

）
七
七
一
一
（
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裁
判
所
及
び
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
が
判
断
し
た
事
案
と
は
異
な
り
、
参
加
者
の
人
数
は
明
ら
か
に
多
く
（
二
〇
二
二
年
一
月
三
日

に
お
い
て
は
最
大
三
〇
〇
人
）、
警
察
官
の
命
令
に
全
般
的
に
従
わ
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
た
。
回
避
行
動
及
び
そ
の
他
の
行
動
も
、

明
ら
か
に
背
後
で
操
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、
そ
の
責
任
者
は
特
定
さ
れ
な
か
っ
た
（R

n.27

）。
申
立
人
は
、
コ
ロ
ナ
予
防
措

置
に
反
対
す
る
大
規
模
デ
モ
は
常
に
平
和
的
に
行
わ
れ
、
参
加
者
は
関
連
す
る
基
準
を
ほ
と
ん
ど
遵
守
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
月
曜
デ
モ
に

も
同
じ
人
々
が
参
加
す
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
当
部
は
こ
れ
に
賛
成
し
な
い
。
何
故
な
ら
、

月
曜
デ
モ
の
届
出
を
し
な
い
こ
と
は
、
予
防
的
に
条
件
が
付
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
、
付
さ
れ
た
条
件
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う
に
働
き
か
け
る

責
任
者
及
び
十
分
な
数
の
会
場
整
理
担
当
者
を
指
名
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
と
い
う
目
的
を
明
ら
か
に
追
求
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
七
日
及
び
二
〇
二
二
年
一
月
三
日
の
月
曜
散
歩
は
、
そ
こ
に
現
れ
た
参
加
者
の
行
動
が
上
記
の
大
規
模

デ
モ
の
参
加
者
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（R

n. 28

）。
二
〇
二
二
年
一
月
一
〇
日
及
び
一
七
日
の
─
す
で
に
禁

止
さ
れ
て
い
た
─
月
曜
デ
モ
に
参
加
し
た
人
の
数
は
著
し
く
減
少
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
執
行
停
止
を
し
た
場
合
に
お
け
る
健
康
に
対

す
る
さ
ら
な
る
著
し
い
危
険
性
を
失
わ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
知
見
の
現
在
の
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
二
〇
二
二
年
一
月
三
日

の
出
来
事
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
根
拠
と
な
る
（R

n.30

）。
と
く
に
、
い
わ
ゆ
る
オ
ミ
ク
ロ
ン
変
異
株
の
感
染
者
数
が
著
し
く
増

加
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
離
隔
距
離
保
持
義
務
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
違
反
か
ら
健
康
に
対
す
る
重
大
な
危
険
が
生
じ
る

（R
n.32

）。
ま
た
、
申
立
人
は
、
月
曜
散
歩
の
あ
ら
ゆ
る
参
加
者
は
無
自
覚
感
染
者
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
故
、
離
隔
距
離
保
持

義
務
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
違
反
は
、
こ
れ
ら
の
人
が
さ
ら
に
感
染
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
な
い
。
病
院
に

お
け
る
使
用
中
の
集
中
治
療
用
病
床
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
も
、
存
在
す
る
脅
威
を
著
し
く
低
減
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、

オ
ミ
ク
ロ
ン
変
異
株
の
感
染
者
数
が
著
し
く
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
無
症
状
者
又
は
軽
症
者
に
加
え
て
、
集
中
治
療
を

）
七
七
一
一
（
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必
要
す
る
事
例
数
も
再
び
上
昇
し
、
入
院
を
要
す
る
事
例
数
も
再
び
上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え

て
、
感
染
者
数
が
非
常
に
増
加
し
た
場
合
、
病
院
で
働
く
人
に
も
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
患
者
に
と
っ
て
の
新

た
な
感
染
の
危
険
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず
、
患
者
の
看
護
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
人
員
の
大
幅
な
不
足
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ

り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
健
康
に
対
す
る
一
般
的
危
険
が
発
生
す
る
（R

n.33

）。

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
決
定
に
対
し
て
は
、
決
定
が
下
さ
れ
た
日
に
抗
告
が
さ
れ
た
が
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上

級
行
政
裁
判
所
は
、
同
日
抗
告
を
棄
却
し
た
（
30
）

。

八

　二
〇
二
二
年
一
月
二
七
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
七
日
の
決
定
（
31
）

（
判
例
⑧
）
に
お
い
て
、
一
般
処
分
に
よ
る
集
会
禁
止
は

基
本
法
八
条
か
ら
導
出
さ
れ
る
憲
法
上
の
基
準
を
充
た
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 18

）。
行
政
裁
判
所
は
、
市
が
挙
げ
た
公
共
の
安

全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
示
す
根
拠
は
予
防
的
集
会
禁
止
を
支
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 27

）。
行
政
裁
判
所
は
、

二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定
の
考
え
方
を
確
認
し
た
（R

n. 28

）
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

市
は
、
一
般
処
分
の
理
由
に
お
い
て
、
過
去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
に
お
い
て
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
の
た
め
の
予
防
措
置
、

と
く
に
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小
離
隔
距
離
が
保
持
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
マ
ス
ク
着
用
義
務
が
広
範
囲
に
無
視
さ
れ
た
こ
と
を
考

慮
に
入
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
類
似
の
集
会
は
、
集
会
参
加
者
は
集
会
指
導
部
の
呼
び
か
け
の
後
は
条
件
を
遵
守
す
る
用
意
が
あ
る
が
、

集
会
指
導
部
が
常
に
又
は
繰
り
返
し
呼
び
か
け
を
し
な
け
れ
ば
離
隔
距
離
保
持
義
務
又
は
医
療
用
マ
ス
ク
着
用
義
務
に
対
す
る
重
大
な
違

反
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
市
に
よ
る
と
、「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
の
無
届
の

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
五
三

「
散
歩
」
の
場
合
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
〇
日
に
市
庁
舎
前
の
マ
ル
ク
ト
広
場
に
約
二
〇
〇
人
が
集
ま
り
、
そ
の
後
、
キ
ャ
ン
ド
ル
や

時
に
は
た
い
ま
つ
を
持
ち
な
が
ら
市
中
心
部
を
行
進
し
た
が
、
最
小
離
隔
距
離
が
保
持
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
、
マ
ス
ク
の
着
用
は

ご
く
一
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
警
察
や
集
会
官
庁
の
呼
び
か
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
集
会
指
導
部
は
名
乗
り
出
な
か
っ
た
。
二
〇
二
一

年
一
二
月
二
七
日
に
は
、
約
五
〇
〇
人
が
集
ま
っ
て
同
じ
出
来
事
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
集
会
参
加
者
は
横
断
幕
も
ブ
ラ
カ
ー
ト
も
持
た
ず

集
ま
っ
た
が
、
集
会
参
加
者
が
感
染
予
防
措
置
に
反
対
し
て
い
る
こ
と
は
、
集
会
終
了
後
約
三
〇
分
間
、
警
察
官
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
多
く
の
人
々
が
マ
ル
ク
ト
広
場
に
残
り
、
見
せ
つ
け
る
よ
う
に
抱
き
合
っ
た
り
、
感
染
予
防
措
置
に
反
対
す
る
内
容
の
ビ
ラ
を
配
っ

た
り
し
て
い
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
（R

n.36

）。
マ
ス
ク
着
用
義
務
、
最
小
離
隔
距
離
等
の
条
件
が
遵
守
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
か

ど
う
か
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
危
険
が
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
の
結
論
を
引
き
出
す
た
め
に
、
同
一
の
申
請
者
又
は
同
じ
人
的
サ
ー
ク

ル
の
同
一
又
は
類
似
の
集
会
の
以
前
の
経
験
を
使
用
で
き
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
潜
在
的
集
合
参
加
者
及
び
当
該
地
域
の
事
情
に
即
し

た
個
別
事
案
に
お
け
る
審
査
が
必
要
で
あ
る
。
市
は
、
上
記
の
違
反
の
数
、
種
類
及
び
程
度
並
び
に
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
又
は
マ
ス
ク

着
用
を
集
会
参
加
者
に
促
す
努
力
の
成
否
に
つ
い
て
の
理
解
可
能
な
事
実
を
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
集
会
終
了
後
も
、
警
察
官
が
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
人
々
が
マ
ル
ク
ト
広
場
に
残
り
、
抱
き
合
っ
た
り
、
ビ
ラ
を
配
っ
た
り
し
て
い
た
と
い
う
記
述
は
、
市
が
参

加
者
に
予
防
措
置
の
遵
守
を
促
す
努
力
を
し
て
い
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
不
利
な
事
情
で
あ
る
。
市
は
、
集
会
参
加
者
が
集
会
指
導
者
の

働
き
か
け
に
応
じ
て
予
防
措
置
を
遵
守
す
る
用
意
が
あ
っ
た
場
合
に
も
無
届
集
会
の
実
施
中
に
予
防
措
置
の
遵
守
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能

で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
説
得
力
の
あ
る
説
明
を
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
警
察
や
集
会
官
庁
の
呼
び
か
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
集
会

指
導
部
は
名
乗
り
出
な
か
っ
た
と
の
指
摘
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
公
共
の
安
全
に
対
す
る
危
険
を
根
拠
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故

な
ら
、
集
会
指
導
者
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
こ
の
種
の
集
会
の
典
型
的
特
徴
で
あ
り
、
こ
れ
は
未
だ
公
共
の
安
全
に
危
険
を
及
ぼ
す
も
の

）
七
七
一
一
（
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四

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
市
は
、「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
の
遵
法
精
神
が
結
局
は
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
に
過
ぎ
な

い
こ
と
を
示
す
「
比
較
的
最
近
の
過
去
に
お
け
る
多
様
な
経
験
」
に
言
及
し
、
禁
止
さ
れ
た
集
会
の
多
く
の
参
加
者
は
、
感
染
予
防
法
上

の
要
求
の
遵
守
に
努
め
る
と
い
う
保
証
を
信
頼
に
足
る
程
度
に
は
提
供
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
認
定
し
て
い
る
が
、
潜
在
的
集
会
参
加
者
が

「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
に
属
す
る
と
言
え
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
に
お
い
て
属
す
る
と
言
え
る
の
か
に
つ
い
て
も
、

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
経
験
が
市
に
お
け
る
以
前
の
集
会
に
関
連
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
な
指
摘
は
な
い
（R

n.37

）。
当
部

は
、
本
件
一
般
処
分
の
適
用
地
域
に
お
け
る
以
前
の
集
会
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
本
件
一
般
処
分
の
適
用
地
域
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
形
態

の
集
会
に
お
い
て
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
十
分
な
確
実
性
を
も
っ
て
認
識
で
き
な
い
。
と
く
に
、

集
会
参
加
者
が
、
集
会
場
所
、
集
会
場
所
の
固
定
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
又
は
離
隔
距
離
に
関
す
る
自
ら
が
不
当
な
も
の
で
あ
る
と
感
じ
る

条
件
を
組
織
的
か
つ
そ
の
大
多
数
に
よ
っ
て
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
十
分
な
根
拠
が
欠
け
て
い
る
（R

n. 38

）。

九

　二
〇
二
二
年
一
月
二
七
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定

カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
七
日
の
決
定
（
32
）

（
判
例
⑨
）
に
お
い
て
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
市
が
い
わ
ゆ
る
コ

ロ
ナ
散
歩
に
関
連
し
て
発
布
し
た
一
般
処
分
に
お
け
る
集
会
禁
止
は
違
法
で
あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 33

）。
行
政
裁

判
所
は
、
コ
ロ
ナ
予
防
措
置
反
対
の
無
届
集
会
に
よ
っ
て
生
じ
る
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
根
拠
付
け
る
た
め
に
市
が
行
っ

た
危
険
予
測
は
法
的
な
疑
問
を
免
れ
な
い
と
指
摘
し
た
（R

n.24

）。
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト

行
政
裁
判
所
決
定
の
考
え
方
を
確
認
し
た
（R

n.26

）
上
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危

険
は
、
集
会
官
庁
が
、
可
能
な
届
出
が
さ
れ
な
い
た
め
に
危
険
を
防
御
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
根
拠
付

）
七
七
一
一
（
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（
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け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
市
は
、
本
件
一
般
処
分
の
予
防
的

禁
止
は
い
わ
ゆ
る
月
曜
散
歩
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
月
曜
散
歩
は
、
偶
然
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
及
び
ビ
ラ
に
よ
っ
て
参
加
の
勧
誘
が
行
わ
れ
、
通
常
の
場
合
、
月
曜
日
に
同
じ
場
所
で
実
施
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
市
は
、

市
域
に
お
い
て
、
毎
週
月
曜
日
に
、
こ
の
種
の
意
図
的
に
届
出
を
し
な
い
集
会
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う
な
認
識
状
況
に
よ
っ
て
、
市
は
、
毎
週
月
曜
日
に
適
切
な
警
察
力
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
等
の
危
険
防
御
法
上
の
対
応
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
状
況
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
般
処
分
の
理
由
付
け
か
ら
も
、
ま
た
市
の
反
論
か
ら
も
、
他
の
曜
日
に
、
コ
ロ
ナ
予
防
措

置
に
反
対
す
る
無
届
集
会
が
行
わ
れ
、
市
は
、
言
わ
ば
不
意
打
ち
を
さ
れ
て
、
危
険
防
御
法
上
の
方
法
に
よ
っ
て
適
切
な
対
応
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
根
拠
の
あ
る
危
険
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
市
が
挙
げ
る
過
去
の
出
来
事
も
、
ま
た
、
将
来
の
無
届
集
会
の
予
防

的
禁
止
に
関
す
る
市
の
検
討
も
、
も
っ
ぱ
ら
、
い
わ
ゆ
る
月
曜
散
歩
を
引
き
合
い
に
出
し
て
お
り
、
市
は
、
そ
の
計
画
に
つ
い
て
十
分
な

知
識
を
有
し
て
い
る
（R

n. 26

）。

一
〇

　二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
の
決
定
（
33
）

（
判
例
⑩
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
四
日

バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
及
び
二
〇
二
二
年
一
月
二
四
日
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
決
定
に
対
す
る
憲
法

異
議
の
訴
え
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
仮
命
令
発
布
の
申
立
て
を
棄
却
し
た
。
第
一
部
会
は
、
同
決
定
に
お
い
て
、
市
域
に
お
い
て
行
わ
れ

る
、「
月
曜
散
歩
」
又
は
「
散
歩
」
の
呼
び
か
け
に
関
連
す
る
不
特
定
多
数
の
集
会
に
つ
い
て
、
予
防
的
に
一
般
処
分
に
よ
っ
て
集
会
禁

止
を
行
う
こ
と
が
一
定
の
要
件
の
下
で
基
本
法
八
条
の
意
義
及
び
射
程
範
囲
に
適
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
憲
法
上
の
未
解
決
の

）
七
七
一
一
（
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問
題
で
あ
り
、
そ
の
解
明
は
本
案
の
手
続
き
に
留
保
さ
れ
る
（R

n. 7

）
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
結
果
衡
量
を
行
う
際
に
次
の
よ
う

に
述
べ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。「
月
曜
デ
モ
」
の
届
出
を
し
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
に
、
予
防
的
に
条
件
を
課
さ
れ
る
こ
と
を
逃
れ
、

集
会
官
庁
に
よ
っ
て
予
防
的
に
又
は
集
会
の
実
施
中
に
課
さ
れ
る
条
件
を
遵
守
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
責
任
者
及
び
十
分
な
数
の
会
場

整
理
担
当
者
を
指
名
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
、
と
い
う
裁
判
所
の
評
価
が
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
こ
と
は
示
さ

れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
は
、
当
然
の
認
定
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
「
散
歩
」
を
呼
び

か
け
た
り
、「
散
歩
」
に
参
加
す
る
つ
も
り
の
あ
る
人
々
は
、
そ
の
大
部
分
に
お
い
て
、
感
染
予
防
に
役
立
つ
諸
条
件
、
と
く
に
マ
ス
ク

の
着
用
又
は
離
隔
距
離
の
保
持
を
遵
守
す
る
用
意
が
な
い
と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
裁
判
所
は
、
同
じ
市
で
行
わ
れ
た
比
較
的
最
近

の
二
つ
の
「
月
曜
散
歩
」
に
お
い
て
得
ら
れ
た
経
験
で
、
こ
の
想
定
を
裏
付
け
る
も
の
に
依
拠
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
（R

n. 9

）。

一
一

　二
〇
二
二
年
二
月
四
日
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定

バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
市
の
抗
告
を
受
け
て
、
二
〇
二
二
年
二
月
四
日
の
決
定
（
34
）

（
判
例
⑪
）
に
お

い
て
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
七
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定
を
変
更
し
た
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
行
政
裁
判
所
決
定
と
は
異

な
り
、
厳
格
な
基
準
に
よ
っ
て
判
断
し
て
も
市
の
危
険
予
測
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
見
解
を
示
し
た
（R

n.10

）。
そ
の

内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
た
し
か
に
一
般
処
分
を
集
会
法
一
四
条
に
基
づ
く
届
出
義
務
違
反
だ
け
で
根
拠
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
件
に
お

い
て
、
市
は
、「
月
曜
散
歩
」
及
び
そ
の
他
の
「
散
歩
」
の
禁
止
を
た
ん
な
る
届
出
の
欠
如
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、

現
在
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
市
に
と
っ
て
は
、
現
行
の
コ
ロ
ナ
予
防
規
定
の
遵
守
、
と
く
に
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
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の
自
由
（
岡
田
）

一
五
七

離
隔
距
離
の
保
持
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
を
条
件
の
付
与
に
よ
っ
て
確
保
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
感
染
症
拡
大
に
対
処
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
っ
た
。
無
届
の
「
散
歩
」
と
し
て
行
事
を
実
施
す
る
目
的
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
届
出

を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
的
な
コ
ロ
ナ
予
防
規
定
又
は
集
会
法
上
の
条
件
を
遵
守
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
責
任
者
及
び
会
場
整

理
責
任
者
を
指
名
す
る
こ
と
を
集
会
参
加
者
に
求
め
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
意
図
的
に
届
出
を
し
な
い
こ
と

に
よ
っ
て
危
険
防
御
の
た
め
の
保
全
措
置
を
行
わ
せ
な
い
点
に
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（R

n. 

11

）。ⅱ
　
当
法
廷
は
、
行
政
裁
判
所
決
定
と
は
異
な
り
、「
散
歩
」
に
お
い
て
マ
ス
ク
着
用
義
務
又
は
離
隔
距
離
保
持
命
令
が
ご
く
一
部
に

お
い
て
し
か
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
著
し
く
高
度
の
感
染
の
危
険
が
生
じ
る
と
す
る
市
の
予
測
を
説
得
力

が
あ
る
と
判
断
す
る
。
市
は
、
こ
の
評
価
の
根
拠
を
、
例
え
ば
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
三
日
に
行
わ
れ
た
「
散
歩
」
／
「
光
の
行
進
」

に
お
け
る
経
験
に
求
め
て
い
る
。
約
一
〇
〇
人
が
集
ま
っ
た
が
、
そ
の
際
に
、
一
部
に
お
い
て
最
小
離
隔
距
離
が
保
持
さ
れ
て
お
ら
ず
、

マ
ス
ク
着
用
は
ご
く
一
部
の
人
し
か
し
て
い
な
か
っ
た
。
集
会
の
ル
ー
ト
は
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
市
中
心
部
を
通
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

二
〇
二
一
年
一
二
月
一
八
日
の
届
出
が
さ
れ
た
別
の
行
事
に
お
い
て
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
八
日
の
行
事
と
同
じ
よ
う
に
、
繰
り
返
さ
れ

る
最
小
離
隔
距
離
保
持
命
令
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
違
反
を
止
め
さ
せ
る
た
め
に
、
集
会
指
導
部
が
繰
り
返
し
介
入
を
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
九
日
の
一
般
処
分
の
対
象
で
あ
っ
た
二
〇
二
二
年
一
二
月
二
〇
日
の
集
会
に
お
い
て
も
、
類
似
の
状
況

が
確
認
さ
れ
る
。
市
の
評
価
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
〇
日
の
集
会
に
お
け
る
経
験
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
約
三
〇
〇
人
が
市
中
心

部
を
行
進
し
た
が
、
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
が
繰
り
返
し
遵
守
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
、
参
加
者
の
多
数
は
マ
ス
ク
を
着
用
せ
ず
、
又
は
マ
ス

ク
を
規
則
通
り
に
着
用
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
経
験
は
、
プ
レ
ス
の
報
道
に
も
、
ま
た
、
コ
ロ
ナ
政
策
の
批
判
者
に
よ
っ
て
他
の
場
所

）
七
七
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
五
八

に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
い
る
「
散
歩
」
の
現
象
に
お
け
る
経
験
と
も
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
デ
モ
行
進
に
お
い
て
─
場
合
に
よ
っ

て
は
現
行
の
予
防
措
置
に
対
す
る
抗
議
の
表
現
と
し
て
も
─
通
常
の
場
合
に
著
し
い
程
度
に
お
い
て
コ
ロ
ナ
命
令
の
諸
規
定
の
違
反
が
行

わ
れ
る
こ
と
は
、
利
用
可
能
な
す
べ
て
の
情
報
に
よ
る
と
、
当
法
廷
に
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（R

n.12

）。

一
二

　二
〇
二
二
年
二
月
四
日
コ
ッ
ト
ブ
ス
行
政
裁
判
所
決
定

コ
ッ
ト
ブ
ス
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
二
月
四
日
の
決
定
（
35
）

（
判
例
⑫
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
六
日
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ

ル
ク
州
集
会
官
庁
の
一
般
処
分
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
無
届
集
会
の
予
防
的
禁
止
（
期
間
は
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
か
ら
二
〇
二
二
年
二
月

一
三
日
ま
で
。）
は
違
法
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
（R

n. 31

）
と
判
断
し
た
（
36
）

。
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
簡
易
審
査
を

し
た
場
合
、
当
部
の
見
解
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
住
民
の
健
康
に
対
す
る
危
険
は
依
然
と
し
て
極
め
て
高
い
と
評
価
さ
れ
る
と
の

Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
評
価
を
前
提
と
し
て
も
、
市
は
、
一
般
処
分
の
対
象
で
あ
る
市
の
一
部
区
域
に
お
い
て
、
二
〇
二
二
年
二
月
一
三
日
ま
で
の
期

間
に
お
い
て
、
具
体
的
に
予
見
さ
れ
る
形
態
に
よ
る
と
重
大
な
感
染
の
危
険
を
発
生
さ
せ
る
、
又
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
そ
の
他
の

重
大
な
危
険
を
引
き
起
こ
す
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
無
届
集
会
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
実
質
的
に
は
説
明
し
て
い
な
い
（R

n. 21

）。

市
は
、
一
般
処
分
の
理
由
の
中
で
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
予
防
措
置
に
関
連
す
る
基
準
、
と
く
に
マ
ス
ク
着
用
義
務
及
び
最
小
離

隔
距
離
保
持
義
務
が
広
範
囲
に
無
視
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
集
会
は
、
通
常
の
場
合
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
進
行
す
る
と
い
う
特
徴

を
有
し
て
い
る
た
め
、
衛
生
法
上
要
求
さ
れ
る
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小
離
隔
距
離
を
徹
底
的
に
保
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
集
会
実
施
中
及
び
集
会
終
了
後
に
参
加
者
の
間
で
発
生
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
人
々
と
の
間
で
も
発
生
す
る
。
各
人
の
歩
行

の
速
さ
及
び
集
会
の
進
行
に
よ
っ
て
、
渋
滞
、
加
速
及
び
遅
延
が
生
じ
る
。
加
え
て
、
会
話
を
す
る
こ
と
及
び
合
同
で
声
を
出
し
て
ア

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
五
九

ピ
ー
ル
を
す
る
こ
と
は
飛
沫
感
染
の
高
度
の
リ
ス
ク
を
含
ん
で
い
る
、
と
（R

n. 22

）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
記
述
は
、
届
出
が

さ
れ
た
デ
モ
行
進
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
危
険
を
無
条
件
に
推
論
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
十
分
に
理
解
可
能

な
裏
付
け
が
必
要
で
あ
る
。
市
は
、
違
反
の
数
、
種
類
及
び
程
度
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
又
は
医
療
用
マ
ス
ク
の

着
用
を
集
会
参
加
者
に
促
す
努
力
の
成
否
に
つ
い
て
も
、
理
解
可
能
な
事
実
等
を
提
出
し
て
い
な
い
（R

n. 23

）。
一
般
処
分
の
理
由
に
お

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
コ
ッ
ト
ブ
ス
散
歩
の
参
加
者
は
感
染
予
防
法
上
の
規
定
を
「
通
例
に
従
っ
て
」
遵
守
し

て
い
な
い
。
ま
た
、「
こ
の
具
体
的
集
会
」
の
参
加
者
は
、
医
療
用
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
お
ら
ず
、
最
小
離
隔
距
離
も
保
持
し
て
い
な

か
っ
た
。
そ
れ
故
、
無
届
の
コ
ッ
ト
ブ
ス
散
歩
が
新
た
に
実
施
さ
れ
た
場
合
、
集
会
指
導
部
及
び
会
場
整
理
担
当
者
が
存
在
し
な
い
こ
と

も
原
因
と
な
り
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
及
び
離
隔
距
離
の
保
持
が
遵
守
さ
れ
ず
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
著
し
い
危
険
を
発
生
さ
せ
る
で
あ

ろ
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
（R

n 24

）。
し
か
し
、
衛
生
法
上
の
基
準
の
不
遵
守
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
包
括
的
な
指

摘
は
、
直
接
的
危
険
を
想
定
す
る
た
め
の
理
解
可
能
な
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
具
体
性
を
完
全
に
欠
く
も
の
で
あ

る
。
市
は
、
集
会
参
加
者
の
「
少
な
く
な
い
人
数
」
は
、
過
去
に
お
い
て
、
ま
さ
に
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
七
日
、
二
〇
二
二
年
一
月
三

日
、
八
日
、
一
〇
日
、
一
五
日
、
一
七
日
、
一
八
日
、
二
二
日
、
二
四
日
に
行
わ
れ
た
無
届
集
会
に
お
い
て
、
拡
声
器
に
よ
る
通
知
に
も

か
か
わ
ら
ず
マ
ス
ク
着
用
義
務
及
び
離
隔
距
離
規
定
を
遵
守
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
集
会
の
解
散
の
後
も
立
ち
去
ら
な
か
っ
た
、
と
述
べ

て
い
る
。
し
か
し
、
別
の
個
所
で
は
、
警
察
に
よ
る
要
求
、
条
件
の
付
与
及
び
処
分
の
通
知
は
、
意
図
的
に
遠
ざ
か
っ
た
り
、
騒
い
だ
り

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
実
上
不
可
能
と
な
っ
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
内
容
上
矛
盾
が
あ
る
。
ま
た
、
主
張
さ
れ
て
い
る
違
反
は
詳

細
な
点
に
お
い
て
理
解
可
能
で
は
な
く
、
と
く
に
市
は
、
そ
の
記
載
を
検
証
し
、
説
得
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
の
警
察
の
報
告
書
又

は
そ
の
他
の
資
料
を
提
出
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
と
く
に
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
離
隔
距
離
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
屋
外
に
お
け

）
七
七
一
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
六
〇

る
感
染
リ
ス
ク
は
原
則
と
し
て
著
し
く
低
く
、
屋
外
に
お
け
る
マ
ス
ク
着
用
は
、
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
観
点
か
ら
は
、
例
え
ば
最
小
離
隔
距
離
が
確

実
に
保
持
で
き
な
い
場
合
に
（
限
り
）
意
味
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 25

）。
一
般
処
分
に
お
い
て
は
、
コ
ッ
ト

ブ
ス
散
歩
の
参
加
者
の
多
さ
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
集
会
参
加
者
の
具
体
的
人
数
も
、
直
接
的
危
険
性
と
の
関
連
性
も
挙
げ
ら
れ
て
い

な
い
。
警
察
の
措
置
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
集
会
参
加
者
は
、
市
域
に
お
い
て
小
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
い
た
と
の
記
載
と
の
整
合
性
を
欠

い
て
い
る
（R

n. 26
）。
加
え
て
、
二
〇
二
二
年
二
月
一
三
日
ま
で
の
期
間
に
、
警
察
部
隊
及
び
治
安
維
持
部
隊
を
現
地
に
お
い
て
十
分
な

範
囲
で
利
用
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
具
体
的
根
拠
も
な
い
（R

n. 27

）。

一
三

　二
〇
二
二
年
二
月
一
〇
日
ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定

ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
二
月
一
〇
日
の
決
定
（
37
）

（
判
例
⑬
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
二
年

二
月
四
日
コ
ッ
ト
ブ
ス
行
政
裁
判
所
決
定
を
変
更
し
、
仮
の
権
利
保
護
の
申
立
て
を
斥
け
た
（
主
文
）。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
公
共
の

安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
要
件
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

ⅰ
　
コ
ッ
ト
ブ
ス
行
政
裁
判
所
の
見
解
と
異
な
り
、
市
は
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
及
び
離
隔
距
離
保
持
命
令
の
大
規
模
な
違
反
及
び
多
数

の
集
会
法
違
反
が
行
わ
れ
た
過
去
の
「
散
歩
」
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
禁
止
処
分
に
お
い
て
場
所
及
び
日
時
に
つ
い
て
詳
し
く
指
定
さ
れ

た
将
来
の
無
届
集
会
の
場
合
も
、S

A
R

S
-C

oV
-2

感
染
拡
大
阻
止
命
令
の
基
準
が
散
発
的
に
し
か
遵
守
さ
れ
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
ダ
ミ
ッ
ク
の
現
在
の
状
況
に
お
い
て
は
法
違
反
に
よ
っ
て
無
届
集
会
の
予
防
的
禁
止
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
極
め
て
高

度
の
感
染
の
危
険
が
生
じ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（R

n. 2
）。
二
〇
二
二
年
二
月
一
三
日
ま
で
の
間
に
一
般
処
分
の
対
象

と
な
る
市
の
一
部
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
「
コ
ッ
ト
ブ
ス
散
歩
」
に
関
連
し
た
無
届
集
会
に
お
い
て
と
く
に
重
大
な
感
染
の
危
険
が
発

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
六
一

生
す
る
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
と
い
う
予
測
を
根
拠
付
け
る
た
め
に
、
十
分
に
具
体
的
な
根
拠
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
予
防
措
置

反
対
者
の
集
会
の
ま
さ
に
本
質
的
特
徴
で
あ
る
違
反
に
つ
い
て
説
明
は
、「
検
証
し
、
説
得
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
の
警
察
の
報
告

書
又
は
そ
の
他
の
資
料
」
が
な
く
て
も
理
解
可
能
で
あ
り
、
信
用
で
き
る
。
同
じ
よ
う
な
報
告
が
プ
レ
ス
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
（R

n. 7

）。

ⅱ
　
一
般
処
分
の
理
由
付
け
は
、
届
出
が
さ
れ
た
デ
モ
行
進
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
危
険
を
無
条
件
に
推
論

さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
行
政
裁
判
所
の
言
明
に
も
説
得
力
が
な
い
（R

n. 8

）。
届
出
義
務
違
反
だ
け
で
は
集
会
の
禁
止
又
は
制
限

を
正
当
化
し
な
い
が
、
届
出
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
庁
が
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
公
共
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
の
人
員
を
準
備

で
き
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
別
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る
（R

n. 9

）。

一
四

　二
〇
二
二
年
七
月
二
五
日
コ
ブ
レ
ン
ツ
行
政
裁
判
所
判
決

コ
ブ
レ
ン
ツ
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
七
月
二
五
日
の
判
決
（
38
）

（
判
例
⑭
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
三
日
の
市
の
一
般
処

分
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
月
曜
散
歩
及
び
土
曜
散
歩
」
並
び
に
類
似
の
行
事
の
禁
止
の
違
法
性
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
棄
却
し
た
（
主

文
）。
行
政
裁
判
所
は
、
被
告
（
市
）
が
行
っ
た
危
険
予
測
は
法
的
審
査
に
耐
え
る
と
判
断
し
た
（R

n.36

）。
そ
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
の
コ
ブ
レ
ン
ツ
第
一
警
察
署
の
意
見
表
明
か
ら
、
本
件
一
般
処
分
が
発
布
さ
れ
る
ま
で
に
行
わ
れ
た

九
つ
の
散
歩
（
二
〇
二
一
年
一
三
日
、
一
八
日
、
二
〇
日
、
二
五
日
及
び
二
七
日
並
び
に
二
〇
二
二
年
一
月
一
日
、
三
日
、
八
日
及
び
一
〇
日
）
に
お

い
て
、
当
初
一
五
〇
人
で
あ
っ
た
参
加
者
は
一
〇
〇
〇
人
か
ら
三
〇
〇
〇
人
に
急
激
に
増
加
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
警

察
の
情
報
に
よ
る
と
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
七
日
、
二
〇
二
二
年
三
日
、
八
日
及
び
一
〇
日
の
集
会
に
お
い
て
も
、
集
会
参
加
者
の
大

）
七
七
一
一
（
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〇
二
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年
二
月
）

一
六
二

多
数
は
、
コ
ロ
ナ
予
防
措
置
、
と
く
に
マ
ス
ク
着
用
義
務
及
び
離
隔
距
離
保
持
命
令
を
遵
守
し
て
い
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
集
会
参
加
者

は
、
幾
度
も
警
察
官
が
第
三
者
の
保
護
の
た
め
に
定
め
た
行
進
ル
ー
ト
を
外
れ
た
。
一
部
の
参
加
者
は
、
警
察
官
及
び
官
庁
職
員
に
対
す

る
攻
撃
行
為
に
よ
っ
て
行
進
ル
ー
ト
を
外
れ
て
、
例
え
ば
非
常
に
混
雑
し
て
い
る
ク
リ
ス
マ
ス
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
ま
で
到
達
し
た
。

二
〇
二
一
年
一
二
月
二
五
日
の
集
会
に
お
い
て
、
集
会
の
ル
ー
ト
変
更
を
阻
止
す
る
た
め
に
警
察
官
の
隊
列
が
組
ま
れ
た
が
、
集
会
参
加

者
は
暴
力
に
よ
っ
て
こ
れ
を
突
破
し
よ
う
と
し
た
。
ペ
ッ
パ
ー
ス
プ
レ
ー
の
使
用
に
よ
っ
て
、
暴
力
行
使
も
辞
さ
な
い
集
会
参
加
者
を
予

定
さ
れ
た
行
進
ル
ー
ト
に
戻
す
こ
と
が
で
き
た
。
比
例
原
則
の
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
部
分
的
に
攻
撃
的
に
進
行
し
て
い
る

集
会
の
進
行
が
制
御
さ
れ
な
く
な
る
危
惧
が
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
も
集
会
の
解
散
に
は
至
ら
な
か
っ
た
（R

n. 38

）。
こ
の
よ
う
な
知
見

に
か
ん
が
み
る
と
、
コ
ロ
ナ
対
策
措
置
反
対
者
に
よ
る
「
散
歩
」
の
更
な
る
実
施
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
で
あ
る
と
い

う
市
の
想
定
に
法
的
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
種
の
行
事
に
お
け
る
従
来
の
出
来
事
に
か
ん
が
み
る
と
、
将
来
に
お
い

て
も
、
現
行
の
コ
ロ
ナ
予
防
措
置
違
反
が
生
じ
、
こ
れ
に
よ
り
住
民
の
健
康
保
護
に
対
す
る
直
接
的
危
険
が
発
生
す
る
と
い
う
想
定
は

も
っ
と
も
で
あ
る
（R

n. 39

）。
届
出
義
務
違
反
の
場
合
に
お
い
て
、
ま
さ
に
届
出
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
庁
が
、
必
要
な
組
織
的

措
置
を
講
じ
、
公
共
の
安
全
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
人
員
を
用
意
で
き
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
は
、
集
会
禁
止
が

例
外
的
に
考
慮
に
値
す
る
こ
と
を
原
告
は
理
解
し
て
い
な
い
。
被
告
が
禁
止
し
た
集
会
及
び
行
進
は
、
き
っ
か
け
が
与
え
ら
れ
て
自
然
発

生
的
に
行
わ
れ
た
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
公
開
さ
れ
て
い
る
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
事
前
に
広
く
告
知
さ
れ
、

毎
週
月
曜
日
と
金
曜
日
に
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
集
会
に
対
す
る
責
任
か
ら
逃
れ
、
官
庁
に
よ
っ
て
条
件
を
付
さ
れ
る
こ
と
を

回
避
す
る
た
め
に
届
出
を
意
識
的
に
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
想
定
を
正
当
化
す
る
（R

n. 45

）。

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
六
三

Ⅳ
　
検
討

以
上
に
お
い
て
時
系
列
に
即
し
て
紹
介
し
た
判
例
の
問
題
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
る
。

㈠
　
本
稿
が
検
討
の
対
象
と
す
る
一
般
処
分
は
、
政
府
の
コ
ロ
ナ
対
策
措
置
に
反
対
す
る
「
無
届
」
集
会
を
禁
止
す
る
点
で
共
通
す
る

が
、
集
会
法
一
四
条
の
届
出
義
務
の
単
な
る
違
反
は
、
集
会
法
一
五
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
で
は

な
く
、
集
会
法
一
四
条
の
届
出
義
務
違
反
は
そ
れ
自
体
と
し
て
集
会
の
禁
止
を
正
当
化
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
争
い
は
な
く
、
こ
れ
は
議

論
の
前
提
で
あ
る
。

㈡
　
危
険
予
測
は
、
過
去
の
諸
事
情
に
基
づ
く
将
来
の
展
開
の
危
険
状
況
の
評
価
で
あ
る
が
、
Ⅱ
㈢
で
述
べ
た
よ
う
に
、
危
険
予
測
の

た
め
に
、
以
前
の
集
会
が
、
モ
ッ
ト
ー
、
場
所
、
日
時
並
び
に
参
加
者
及
び
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
の
範
囲
の
点
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
る
集
会

と
の
類
似
性
を
示
す
限
り
に
お
い
て
、
以
前
の
集
会
に
関
連
し
た
出
来
事
も
状
況
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
過

去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
進
行
状
況
か
ら
将
来
の
展
開
の
危
険
状
況
を
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
。
最
小
離
隔
距
離
保
持
義
務
及
び
マ
ス
ク

着
用
義
務
の
著
し
い
違
反
は
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
現
状
に
か
ん
が
み
る
と
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
で
あ
る
と
認

定
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
過
去
に
お
け
る
コ
ロ
ナ
散
歩
に
お
い
て
、
最
小
離
隔
距
離
保
持
義
務
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
著
し
い
違
反

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
将
来
に
お
け
る
コ
ロ
ナ
散
歩
に
お
い
て
も
、
最
小
離
隔
距
離
保
持
義
務
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
著
し
い
違
反
が

行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
で
き
る
十
分
に
具
体
的
根
拠
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
行
政
裁
判
所
が
、
過
去
に
お
け
る
コ
ロ

ナ
散
歩
に
お
い
て
最
小
離
隔
距
離
保
持
義
務
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
著
し
い
違
反
が
あ
っ
た
と
認
定
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、

二
〇
二
二
年
一
月
一
七
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
③
）
は
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
「
灯
の
散
歩
」
の
参
加

）
七
七
一
一
（
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一
六
四

者
は
警
察
の
注
意
が
行
わ
れ
た
後
は
最
小
離
隔
距
離
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
二
〇
二
一
年
一
月
一
〇
日
の
集
会
に
お
い
て
も
最

小
離
隔
距
離
は
広
範
囲
に
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
を
指
摘
し
て
（
39
）

、
少
な
く
と
も
市
域
に
お
け
る
類
似
の
集
会
の
従
来
の
進
行
状
況
に
か

ん
が
み
る
と
、
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
ま
で
の
期
間
に
、
市
域
に
お
い
て
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
重
大
な
危
険
を
引
き
起
こ
す
高
度

の
蓋
然
性
が
あ
る
集
会
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
十
分
な
事
実
の
根
拠
は
存
在
し
な
い
と
判
断
し
た
（
40
）

。
ま
た
、
潜
在
的
集
合
参

加
者
及
び
当
該
地
域
の
事
情
に
即
し
た
個
別
事
案
に
お
け
る
審
査
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト

ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
②
）
は
、「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
の
集
会
活
動
の
連
邦
規
模

0

0

0

0

で
の
増
加
と
同
じ
州
の
他
の

0

0

都
市

0

0

で
行
わ
れ
た
コ
ロ
ナ
予
防
措
置
に
反
対
す
る
デ
モ
は
、
市
域

0

0

に
お
い
て
予
測
さ
れ
る
直
接
的
危
険
を
根
拠
付
け
る
に
は
は
じ
め
か
ら

適
合
的
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
決
定
は
、「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
と
市
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
「
コ
ロ

ナ
散
歩
」
の
潜
在
的
参
加
者
と
の
関
係
性
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（
41
）

。
さ
ら
に
、
過
去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
状
況
か
ら
公

共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
示
す
具
体
的
根
拠
を
導
き
出
す
た
め
に
は
、
過
去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
に
お
い
て
最
小
離
隔
距
離
保

持
義
務
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
著
し
い
違
反
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
事
実
が
官
庁
の
側
か
ら
相
当
程
度
に
具
体
的
か
つ
詳
細
に
示
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
〇
二
二
年
一
月
一
七
日
バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
④
）
は
、
本
件
一
般
処
分
の
決
定
に
お

け
る
記
載
か
ら
は
、
合
計
で
四
つ
の
市
町
村
に
お
い
て
、
二
〇
人
か
ら
三
〇
〇
人
が
参
加
し
た
無
届
集
会
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ

る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
際
に
感
染
症
予
防
法
上
又
は
そ
の
他
の
重
大
な
危
険
が
発
生
し
た
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（
42
）

。
ま

た
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
九
日
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
⑤
）
は
、
一
般
処
分
に
お
け
る
理
由
だ
け
で
は
、
集
会
状
況
を
独

自
に
評
価
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
最
小
離
隔
距
離
保
持
要
求
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
等
の
違
反
の
数
、
種
類
及
び
程
度
に

関
す
る
事
実
根
拠
を
十
分
に
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
43
）

。
さ
ら
に
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
七
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
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会
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自
由
（
岡
田
）

一
六
五

裁
判
所
決
定
（
判
例
⑧
）
も
、
市
は
、
過
去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
に
お
い
て
離
隔
距
離
保
持
義
務
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
に
対
す
る
重
大

な
違
反
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
上
記
の
違
反
の
数
、
種
類
及
び
程
度
並
び
に
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
又
は
マ
ス
ク

着
用
を
集
会
参
加
者
に
促
す
努
力
の
成
否
に
つ
い
て
の
詳
細
な
事
実
を
示
し
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（
44
）

。
二
〇
二
二
年
二
月
四
日

コ
ッ
ト
ブ
ス
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
⑫
）
も
、
同
じ
趣
旨
の
指
摘
を
し
て
い
る
（
45
）

。
こ
の
よ
う
に
過
去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
状
況
か
ら

公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
示
す
具
体
的
根
拠
を
導
き
出
す
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
二
〇
二
二
年
一
月
か
ら
二
月

に
か
け
て
一
般
処
分
に
よ
る
集
会
の
予
防
的
禁
止
を
違
法
（
と
見
込
ま
れ
る
）
と
判
断
し
た
決
定
が
続
出
し
た
（
七
件
）
こ
と
は
、
こ
の
こ

と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

㈢
　
こ
れ
に
対
し
て
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
要
件
の
充
足
を
肯
定
す
る
決
定
の
多
く
は
、「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
い
う

類
型
の
集
会
に
特
別
の
危
険
性
を
見
出
す
。
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
①
）
は
、
届
出
を

著
し
く
遅
れ
て
す
る
こ
と
又
は
届
出
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
会
官
庁
及
び
警
察
が
、
必
要
な
組
織
的
措
置
を
講
じ
、
公
共
の
秩
序

又
は
安
全
を
維
持
す
る
た
め
の
人
員
を
準
備
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
妨
害
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
コ
ロ
ナ
散
歩
に
お
け
る
特
別
の

危
険
性
を
見
出
し
た
（
46
）

。
し
か
し
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
②
）
は
、
集
会
の
届
出
を

し
な
か
っ
た
こ
と
は
機
械
的
に
集
会
の
解
散
又
は
予
防
的
禁
止
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
集
会
の
自
由
の
高
度
の
重
要
性
に
か

ん
が
み
る
と
、
介
入
の
た
め
の
そ
の
他
の
要
件
が
充
足
さ
れ
た
場
合
に
限
り
行
使
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
届
出
の
欠
如
及
び

そ
れ
に
伴
う
情
報
入
手
の
遅
れ
は
官
庁
の
介
入
を
容
易
に
す
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
ル
ー
ル
は
「
そ
も
そ
も
意
図
的
に
届
出
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
集
会
」
に
も
当
て
は
ま
る
と
指
摘
し
（
47
）

、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定
が
示
し
た
考
え
方
を
否

定
し
た
。
二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定
の
考
え
方
は
、
そ
の
後
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
九
日
ミ
ュ

）
七
七
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
六
六

ン
ヘ
ン
行
政
裁
判
所
決
定
（
48
）

（
判
例
⑤
）、
二
〇
二
二
年
一
月
二
七
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定
（
49
）

（
判
例
⑧
）
及
び
二
〇
二
二

年
一
月
二
七
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
（
第
四
部
）
決
定
（
50
）

（
判
例
⑨
）
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
決
定
の
考
え
方
に
立

つ
と
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
示
す
具
体
的
根
拠
は
、
も
っ
ぱ
ら
過
去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
状
況
か
ら
導
き
出
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
過
去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
状
況
か
ら
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
示
す
具
体
的
根
拠
を
導

き
出
す
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
こ
と
は
す
で
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
い
う
類
型
の
集
会
に
特
別
の
危
険
性
を
見
出
す
考
え
方
は
、
当
初
は
行
政
裁
判
所
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
判
例
の
動
向
を
見
る
と
、
上
記
の
考
え
方
は
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
定
着
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

二
〇
二
二
年
一
月
二
四
日
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
⑦
）
は
、
上
記
の
考
え
方
を
否
定
す
る
決
定
が
続
出
す
る
中
で
、「
月

曜
デ
モ
」
の
届
出
を
し
な
い
こ
と
は
、
予
防
的
に
条
件
が
付
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
、
付
さ
れ
た
条
件
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う
に
働
き
か
け
る

責
任
者
及
び
十
分
な
数
の
会
場
整
理
担
当
者
を
指
名
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
と
い
う
目
的
を
明
ら
か
に
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し

て
い
た
（
51
）

。
そ
し
て
、
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
決
定
（
判
例
⑩
）
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判

所
の
評
価
が
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
こ
と
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
こ
れ
は
、
当
然
の
認
定
で
あ
り
、
裁
判
所
は
、
コ
ロ
ナ
散
歩

を
呼
び
か
け
、
又
は
コ
ロ
ナ
散
歩
に
参
加
す
る
つ
も
り
の
あ
る
人
々
の
大
部
分
は
感
染
予
防
に
役
立
つ
諸
条
件
を
遵
守
す
る
用
意
が
な
い

と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
説
示
し
た
（
52
）

。
こ
の
決
定
の
後
、
二
〇
二
二
年
二
月
四
日
コ
ッ
ト
ブ
ス
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
⑫
）
は

二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定
の
考
え
方
を
踏
襲
し
た
（
53
）

が
、
二
〇
二
二
年
二
月
四
日
バ
ー
デ
ン
・

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
⑪
）
は
、
意
図
的
に
届
出
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
危
険
防
御
の
た
め
の
保
全
措

置
を
行
わ
せ
な
い
点
に
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た
（
54
）

。
さ
ら
に
、
二
〇
二
二
年
二
月
一
〇
日

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
六
七

ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
上
級
裁
判
所
決
定
（
55
）

（
判
例
⑬
）
及
び
二
〇
二
二
年
七
月
二
五
日
コ
ブ
レ
ン
ツ
行
政
裁
判
所
判
決
（
56
）

（
判

例
⑭
）
も
こ
の
考
え
方
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
決
定
（
判

例
⑩
）
が
転
換
点
と
な
り
、
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
い
う
類
型
の
集
会
に
特
別
の
危
険
性
を
見
出
す
考
え
方

が
む
し
ろ
支
配
的
と
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
考
え
方
が
妥
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
検
討
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

㈣
　「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
を
予
防
的
に
一
般
処
分
に
よ
っ
て
禁
止
す
る
こ
と
が
一
定
の
要
件
の
下
で
基
本
法
八
条
の
意
義
及
び
射
程
範
囲

に
適
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
は
未
解
決
の
問
題
で
あ
る
（
57
）

。
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
に
お
け
る
今
後
の
議
論
の
展
開
が
注
目
さ

れ
る
（
58
）

。

Ⅴ
　
結
び
に
か
え
て

判
例
学
習
に
お
い
て
は
、
判
例
が
示
し
た
解
釈
論
又
は
判
断
枠
組
み
の
部
分
の
み
な
ら
ず
、
個
別
具
体
的
事
案
の
検
討
の
部
分
、
と
く

に
事
実
認
定
・
事
実
評
価
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
59
）

。
コ
ロ
ナ
「
散
歩
」
に
関
連
す
る

無
届
集
会
の
一
般
的
禁
止
を
命
じ
る
一
般
処
分
の
適
法
性
に
つ
い
て
は
、
①
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
存
否
及
び
②
比
例
原

則
適
合
性
が
争
点
と
な
る
が
、
本
稿
が
紹
介
・
検
討
の
対
象
と
し
た
行
政
裁
判
所
の
決
定
・
判
決
は
、
①
及
び
②
に
関
す
る
従
来
の
解
釈

論
・
判
断
枠
組
み
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
来
の
解
釈
論
・
判
断
枠
組
み
に
従
っ
て
具
体
的
事
案
を
解
決
す
る
も
の
で
あ
る
と

言
っ
て
よ
い
。
本
稿
は
、
個
別
具
体
的
事
件
の
検
討
の
部
分
（
行
政
裁
判
所
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
存
否
を
ど
の
よ
う
に
認

）
七
七
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
六
八

定
し
て
い
る
の
か
）
に
つ
い
て
、
詳
し
い
紹
介
と
若
干
の
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
（
60
）

。

〔
後
記
〕　
長
谷
川
先
生
は
、
筆
者
が
大
学
院
修
士
課
程
に
入
学
し
、
研
究
者
と
な
る
べ
く
勉
学
を
始
め
た
と
き
、
同
じ
大
学
の
大
学
院

博
士
課
程
に
在
籍
す
る
学
生
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
記
憶
に
よ
る
と
、
筆
者
が
大
学
院
に
入
学
し
た
年
の
四
月
に
実
施
さ
れ
た
ガ
イ
ダ
ン
ス

に
お
い
て
、
大
学
院
担
当
教
授
に
よ
る
説
明
の
後
、
当
時
学
生
で
あ
っ
た
長
谷
川
先
生
が
挙
手
さ
れ
て
、
大
学
院
生
の
待
遇
改
善
、
と
く

に
研
究
発
表
の
機
会
の
拡
充
に
つ
い
て
強
い
調
子
で
迫
力
の
あ
る
発
言
を
さ
れ
た
。
大
学
院
生
総
体
の
利
益
を
代
弁
す
る
長
谷
川
先
生
の

発
言
に
筆
者
は
感
動
し
、
こ
の
と
き
の
長
谷
川
先
生
の
お
姿
は
筆
者
の
脳
裏
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
た
。
も
っ
と
も
、
長
谷
川
先
生
は
法
学

研
究
科
私
法
学
専
攻
の
学
生
で
、
筆
者
は
法
学
研
究
科
公
法
学
専
攻
の
学
生
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
後
、
大
学
院
の
授
業
で
ご
一
緒
す
る

機
会
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
長
谷
川
先
生
は
一
九
八
八
年
四
月
に
は
駿
河
台
大
学
法
学
部
に
赴
任
さ
れ
た
た
め
、
大
学
院
に
お
い
て
面

識
を
得
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
─
か
な
り
の
時
を
経
て
─
筆
者
は
、
日
本
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
に
勤
務
す
る
こ
と
に
な

り
、
す
で
に
法
学
部
教
授
に
就
任
さ
れ
て
い
た
長
谷
川
先
生
に
ご
挨
拶
し
た
い
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
よ
う
や
く
二
〇
一
五
年
こ
ろ
、

法
学
部
図
書
館
地
下
一
階
で
長
谷
川
先
生
を
お
見
か
け
し
、
恐
る
恐
る
声
を
か
け
て
自
己
紹
介
を
し
て
面
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
大

学
院
入
学
直
後
の
若
か
り
し
日
の
筆
者
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
た
長
谷
川
先
生
の
退
職
記
念
論
文
集
に
同
僚
と
し
て
寄
稿
で
き
る
こ
と
は

筆
者
に
と
っ
て
光
栄
で
か
つ
幸
福
な
巡
り
合
わ
せ
で
あ
り
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。
末
筆
で
あ
る
が
、
長
谷
川
先
生
が
今
後
と
も
ご
健

勝
で
ご
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
お
祈
り
し
た
い
。

（
1
） 

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
・
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
第
六
巻
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
六
九

三
九
四
頁
。

（
2
） 

松
村
明
・
三
省
堂
編
修
所
編
『
大
辞
林
』（
三
省
堂
、
一
九
八
八
年
）
一
〇
一
七
頁
。

（
3
） B

V
erfG

E
 104, 92 

（104

）.

（
4
） V

gl. V
G

 F
reiburg 

（B
reisgau

）, B
eschluss vom

 24. Januar 2022 – 4 K
 142/22 –, juris, R

n. 20.

（
5
） P

ressem
itteilung des V

G
 K

arlsruhe v. 22. 12. 2021; V
G

 K
arlsruhe, B

eschluss vom
 21. D

ezem
ber 2021 – 3 K

 4579/21 –, 

juris, R
n. 2-9.

（
6
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 21. D
ezem

ber 2021 – 3 K
 4579/21 –, juris.

（
7
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats vom
 31. Januar 2022 - 1 B

vR
 208/22 -, http://w

w
w

.bverfg.de/e/

rk20220131_1bvr020822.htm
l.

（
8
） V

G
 K

oblenz, U
rteil vom

 25. Juli 2022 – 3 K
 268/22.K

O
 –, juris.

（
9
） B

V
erfG

E
 69, 315 

（354

）. 

こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
赤
坂
正
浩
『
立
憲
国
家
と
憲
法
変
遷
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）
三
三
七
頁
以
下
を

参
照
。

（
10
） B

V
erfG

E
 87, 399 

（409

）.

（
11
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats vom
 30. A

ugust 2020 - 1 B
vQ

 94/20 -, R
n. 16, http://w

w
w

.bverfg.

de/e/qk20200830_1bvq009420.htm
l.

（
12
） B

V
erfG

E
 69, 315 

（353 f.

）.

（
13
） B

V
erfG

, K
am

m
erbeschluss vom

 21. A
pril 1998 – 1 B

vR
 2311/94 –, juris, R

n. 27; B
V

erfG
, S

tattgebender K
am

m
erbeschluss 

vom
 19. D

ezem
ber 2007 – 1vR

 2793/04 –, juris, R
n. 20.

（
14
） B

V
erfG

, E
instw

eilige A
nordnung vom

 07. N
ovem

ber 2008 – 1 B
vQ

 43/08 –, juris, R
n. 17; B

V
erfG

, S
tattgebender 

K
am

m
erbeschluss vom

 12. M
ai 2010 – 1 B

vR
 2636/04 –, juris, R

n. 17.

（
15
） B

V
erfG

, S
tattgebender K

am
m

erbeschluss vom
 12. M

ai 2010 – 1 B
vR

 2636/04 –, juris, R
n. 17; B

V
erfG

, E
instw

eilige 

）
七
七
一
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
七
〇

A
nordnung vom

 04. S
eptem

ber 2009 – 1 B
vR

 2147/09 –, juris, R
n. 13.

（
16
） B

V
erfG

, E
instw

eilige A
nordnung vom

 01. M
ai 2001 – 1 B

vQ
 21/01 –, juris, R

n. 14; B
V

erfG
, E

instw
eilige A

nordnung vom
 

04. S
eptem

ber 2009 – 1 B
vR

 2147/09 –, juris, R
n. 13.

（
17
） B

V
erfG

E
 69, 315 

（353

）.

（
18
） B

V
erfG

E
 69, 315 

（362

）.

（
19
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 21. D
ezem

ber 2021 – 3 K
 4579/21 –, juris. 

「
Ⅲ
　
判
例
の
展
開
」
に
お
い
て
決
定
及
び
判
決
の
引
用

は
本
文
中
に
欄
外
番
号
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
20
） P

ressem
itteilung des V

G
 K

arlsruhe v. 22. 12. 2021.

（
21
） V

G
 S

tuttgart, B
eschluss vom

 12. Januar 2022 – 1 K
 80/22 –, juris.

（
22
） P

ressem
itteilung des V

G
 S

tuttgart v. 14. 01. 2022.

（
23
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 17. Januar 2022 – 14 K
 119/22 –, juris.

（
24
） P

ressem
itteilung des V

G
 K

arlsruhe v. 17. 01. 2022.

（
25
） B

ayerischer V
erw

altungsgerichtshof, B
eschluss vom

 17. Januar 2022 – 10 C
S

 22.126 –, juris.

（
26
） V

G
 M

ünchen, B
eschluss vom

 19. Januar 2022 – M
 33 S

 22.216 –, juris.

（
27
） B

ayerischer V
erw

altungsgerichtshof, B
eschluss vom

 19. Januar 2022 – 10 C
S

 22.162 –, juris.

（
28
） V

G
 F

reiburg B
eschl. v. 24. 1. 2022 – 4 K

 158/22, B
eckR

S
 2022, 459. 

な
お
、
同
じ
日
に
下
さ
れ
た
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所

（
第
四
部
）
の
決
定
と
し
て
、V

G
 F

reiburg 

（B
reisgau

）, B
eschluss vom

 24. Januar 2022 – 4 K
 142/22 –, juris

が
あ
る
。

（
29
） P

ressem
itteilung des V

G
 F

reiburg v. 24. 01. 2022.

（
30
） V

G
H

 M
annheim

 B
eschl. v. 24. 1. 2022 – V

G
H

 9 S
 178/22, B

eckR
S

 2022, 809.

（
31
） V

G
 S

tuttgart, B
eschluss vom

 27. Januar 2022 – 1 K
 371/22 –, juris.

（
32
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 27. Januar 2022 – 4 K
 185/22 –, juris.

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
七
一

（
33
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats vom
 31. Januar 2022 - 1 B

vR
 208/22 -, http://w

w
w

.bverfg.de/e/

rk20220131_1bvr020822.htm
l.

（
34
） V

erw
altungsgerichtshof B

aden-W
ürttem

berg, B
eschluss vom

 4. F
ebruar 2022 – 10 S

 236/22 –, juris.

（
35
） V

G
 C

ottbus, B
eschluss vom

 4. F
ebruar 2022 – 3 L

 29/22 –, juris.

（
36
） P

räventives V
ersam

m
lungsverbot in C

ottbus: A
llgem

einverfügung rechtsw
idrig, https://vg-cottbus.brandenburg.de/vg/de/

presse/pressem
itteilungen/~08-02-2022-pm

-006-22-vgc.

（
37
） O

berverw
altungsgericht B

erlin-B
randenburg, B

eschluss vom
 10. F

ebruar 2022 – O
V

G
 1 S

 16/22 –, juris.

（
38
） V

G
 K

oblenz, U
rteil vom

 25. Juli 2022 – 3 K
 268/22.K

O
 –, juris. 

コ
ブ
レ
ン
ツ
行
政
裁
判
所
は
、
同
日
、
同
じ
内
容
の
別
の
判
決
を

下
し
て
い
る
（V

G
 K

oblenz, U
rteil vom

 25. Juli 2022 – 3 K
 269/22.K

O
 –, juris

）。

（
39
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 17. Januar 2022 – 14 K
 119/22 –, juris, R

n. 105.

（
40
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 17. Januar 2022 – 14 K
 119/22 –, juris, R

n. 100.

（
41
） V

G
 S

tuttgart, B
eschluss vom

 12. Januar 2022 – 1 K
 80/22 –, juris, R

n. 36.

（
42
） B

ayerischer V
erw

altungsgerichtshof, B
eschluss vom

 17. Januar 2022 – 10 C
S

 22.126 –, juris, R
n. 17.

（
43
） V

G
 M

ünchen, B
eschluss vom

 19. Januar 2022 – M
 33 S

 22.216 –, juris, R
n. 39.

（
44
） V

G
 S

tuttgart, B
eschluss vom

 27. Januar 2022 – 1 K
 371/22 –, juris, R

n. 36 f.

（
45
） V

G
 C

ottbus, B
eschluss vom

 4. F
ebruar 2022 – 3 L

 29/22 –, juris, R
n. 23.

（
46
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 21. D
ezem

ber 2021 – 3 K
 4579/21 –, juris, R

n. 40.

（
47
） V

G
 S

tuttgart, B
eschluss vom

 12. Januar 2022 – 1 K
 80/22 –, juris, R

n. 29.

（
48
） V

G
 M

ünchen, B
eschluss vom

 19. Januar 2022 – M
 33 S

 22.216 –, juris, R
n. 36.

（
49
） V

G
 S

tuttgart, B
eschluss vom

 27. Januar 2022 – 1 K
 371/22 –, juris, R

n. 28.

（
50
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 27. Januar 2022 – 4 K
 185/22 –, juris, R

n. 26.

）
七
七
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
七
二

（
51
） V

G
 F

reiburg B
eschl. v. 24. 1. 2022 – 4 K

 158/22, B
eckR

S
 2022, 459, R

n 28.
（
52
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats vom
 31. Januar 2022 - 1 B

vR
 208/22 -, R

n. 9, http://w
w

w
.bverfg.

de/e/rk20220131_1bvr020822.htm
l.

（
53
） V

G
 C

ottbus, B
eschluss vom

 4. F
ebruar 2022 – 3 L

 29/22 –, juris, R
n. 18.

（
54
） V

erw
altungsgerichtshof B

aden-W
ürttem

berg, B
eschluss vom

 4. F
ebruar 2022 - 10 S

 236/22 -, juris, R
n. 11.

（
55
） O

berverw
altungsgericht B

erlin-B
randenburg, B

eschluss vom
 10. F

ebruar 2022 – O
V

G
 1 S

 16/22 –, juris, R
n. 9.

（
56
） V

G
 K

oblenz, U
rteil vom

 25. Juli 2022 – 3 K
 268/22.K

O
 –, juris, R

n. 45.

（
57
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats vom
 31. Januar 2022 - 1 B

vR
 208/22 -, R

n 7, http://w
w

w
.bverfg.de/

e/rk20220131_1bvr020822.htm
l.

（
58
） 

原
稿
提
出
の
時
点
（
二
〇
二
二
年
一
一
月
一
一
日
）
ま
で
に
筆
者
が
参
照
で
き
た
文
献
と
し
て
、H

en
rik E

iben
stein

/
H

olger G
reve, 

„C
orona-S

paziergänge “ und die V
ersam

m
lungsfreiheit, N

V
w

Z
-E

xtra 4a 2022, S
. 1; N

orbert J
an

z/
W

ilfried
 P

eters, E
verything 

goes – D
er „C

orona-S
paziergang “ im

 V
ersam

m
lungsrecht, G

S
Z

 2022, S
. 132; N

orbert J
an

z/
W

ilfried
 P

eters, A
rt. 8 G

G
 in der 

P
andem

ie V
ier aktuelle F

ragestellungen des V
ersam

m
lungsrechts, N

ordrhein-W
estfälische V

erw
altungsblätter 07/2022, S

. 

269

が
あ
る
。

（
59
） 

「
平
成
二
二
年
新
司
法
試
験
の
採
点
実
感
等
に
関
す
る
意
見
（
憲
法
）」
は
、「
実
務
に
お
い
て
判
例
の
持
つ
意
味
を
十
分
に
認
識
し
、
基
本
判

例
は
、
判
決
原
文
に
照
ら
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
当
該
判
決
に
お
け
る
理
論
的
問
題
を
検
討
し
、
そ
し
て
事
実
認
定
・
事
実
評

価
の
問
題
点
を
個
別
的
・
具
体
的
に
理
解
・
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
ド
イ
ツ
判
例
の
研
究
に
も
当

て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
60
） 

な
お
、「
危
険
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
行
政
法
研
究
者
に
よ
る
多
く
の
優
れ
た
業
績
（
例
え
ば
、
桑
原
勇
進
『
環
境
法
の
基
礎
理
論
─
国
家
の

環
境
保
全
義
務
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
及
び
米
田
雅
宏
『「
警
察
権
の
限
界
」
論
の
再
定
位
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）
所
収
の
諸
論
文
）

が
あ
る
。

）
七
七
一
一
（




